
常
布
と
調
庸
制
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司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ

一
【
要
約
】
　
本
稿
は
、
流
通
経
済
史
的
視
角
を
意
識
し
つ
つ
、
布
の
規
格
・
合
成
法
か
ら
調
庸
制
の
成
立
・
変
容
の
過
程
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
少
な
く

～
と
も
大
宝
・
養
老
両
律
令
に
お
い
て
は
、
常
布
（
長
さ
一
丈
三
尺
・
推
定
幅
二
尺
四
寸
の
規
格
の
麻
布
）
を
基
礎
と
し
て
調
庸
輸
納
額
・
物
贔
価
値
・
労

ハ　
働
量
を
表
示
す
る
体
系
一
唐
律
令
の
そ
れ
と
は
異
質
な
一
が
形
づ
く
ら
れ
て
い
た
。
か
か
る
常
布
の
機
能
は
和
同
開
琢
発
行
の
前
提
と
な
っ
た
が
、

　
そ
の
た
め
銭
貨
流
通
を
意
図
し
た
常
規
格
の
否
定
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
が
和
銅
～
養
老
期
の
調
製
布
規
格
変
更
の
主
因
と
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
常
布
の
前

　
身
が
七
世
紀
中
期
の
史
料
に
現
わ
れ
る
「
布
二
尋
」
一
「
布
一
丈
二
尺
」
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
「
改
新
詔
」
（
常
布
の
未
成
立
）
↓
天
武
初
年
（
一
端

　
一
三
常
制
）
↓
大
宝
律
令
（
一
端
1
1
四
常
制
）
な
る
過
程
を
調
製
制
成
立
に
関
連
さ
せ
て
推
測
し
た
。
　
　
　
　
史
林
六
七
巻
四
号
　
一
九
八
四
年
七
月

序

常人と調庸捌（吉川）

　
本
稿
は
、
律
令
国
家
の
租
税
と
し
て
収
奪
さ
れ
た
布
（
ア
サ
ヌ
ノ
）
の
規
格
・
合
成
法
の
変
遷
を
通
し
て
、
七
世
紀
中
後
期
～
八
世
紀
前
期

に
お
け
る
調
庸
制
の
成
立
・
変
容
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
②

　
日
本
古
代
の
布
の
規
格
・
合
成
法
に
関
す
る
研
究
は
、
戦
前
の
沢
田
吾
一
氏
・
喜
田
新
六
氏
の
基
礎
的
事
実
の
解
明
に
始
ま
る
と
言
っ
て
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

い
。
や
が
て
、
一
九
六
〇
年
代
に
は
、
染
織
史
・
服
飾
史
的
側
面
か
ら
の
研
究
が
進
み
、
実
態
面
を
考
察
す
る
上
で
貴
重
な
史
料
が
次
々
に
提

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

示
さ
れ
た
。
一
九
七
〇
年
代
後
半
以
降
は
、
編
戸
制
等
の
諸
制
度
と
の
関
連
を
視
野
に
入
れ
た
研
究
が
一
定
の
成
果
を
あ
げ
て
い
る
。

　
以
上
が
研
究
史
の
素
描
で
あ
る
が
、
現
在
で
は
制
度
の
意
義
を
多
方
面
か
ら
解
釈
す
る
段
階
に
至
っ
て
い
る
こ
と
が
明
瞭
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
場
合
、
布
に
関
す
る
律
令
の
規
定
の
全
体
構
造
の
把
握
・
中
燭
律
令
と
の
比
較
等
の
基
礎
的
作
業
が
欠
落
し
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
事
実
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は
軽
視
で
き
な
い
。
制
度
の
恣
意
的
解
釈
に
陥
ら
な
い
た
め
に
も
、
今
一
度
、
日
本
の
律
令
の
布
関
係
規
定
の
構
造
と
特
質
を
理
解
す
る
と
こ

ろ
が
ら
出
発
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
で
は
、
右
の
如
き
基
礎
的
作
業
の
後
に
、
布
を
め
ぐ
る
諸
制
度
か
ら
調
庸
制
を
論
ず
る
と
す
れ
ば
如
何
な
る
視
角
が
有
効
か
。
そ
の
一
つ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

当
然
挙
げ
ら
れ
る
べ
き
は
流
通
経
済
史
的
視
角
で
あ
ろ
う
。
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
律
令
財
政
史
研
究
の
新
潮
流
の
一
た
る
流
通
経
済
性
を
批

判
的
に
継
承
し
て
、
鼓
舞
制
の
経
済
的
基
礎
を
探
る
と
い
う
視
角
を
本
稿
で
は
十
分
に
意
識
し
た
い
。
特
に
和
同
開
弥
発
行
の
前
提
と
影
響
を

布
を
素
材
に
し
て
考
察
し
た
い
。

夙
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
如
文
租
税
に
関
す
る
律
令
の
規
定
は
生
産
●
収
奪
の
実
習
直
接
に
示
す
も
の
で
は
な
馳
本
稿
で
行
な
う
の
が

律
令
を
中
心
と
し
た
制
度
の
分
析
で
あ
る
以
上
、
実
態
面
へ
の
接
近
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
法
の
論
理
の
限
界
の
確
定
の
後
に
の
み
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

態
面
の
考
察
は
可
能
で
あ
ろ
う
し
、
法
体
系
の
背
景
に
一
定
の
社
会
的
条
件
を
検
出
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
些
か
迂
遠
な

方
法
と
は
い
え
、
本
稿
を
律
令
国
家
と
経
済
と
の
関
係
を
考
察
す
る
上
で
の
前
提
的
作
業
の
一
と
受
け
取
っ
て
頂
き
た
い
。

①
『
餐
朝
時
至
幸
の
数
的
研
究
』
（
一
九
二
七
年
）
第
四
＋
毫
末
附
録
。

②
　
「
調
の
三
絶
布
に
つ
い
て
」
（
『
歴
史
地
理
』
六
五
－
二
、
　
九
三
五
年
）
。

⑧
　
角
山
掌
洋
「
写
経
事
業
従
事
者
の
衣
料
に
つ
い
て
」
（
『
南
都
仏
教
』
一
五
、
一

　
九
六
四
年
）
、
同
「
八
世
紀
の
織
物
生
産
」
（
『
続
日
本
紀
研
究
』
一
二
八
、
～
九

　
六
五
年
）
、
同
「
古
代
紡
織
呉
の
構
造
と
調
庸
緬
謝
」
（
『
愛
泉
女
子
短
期
大
学
紀

　
要
』
二
、
「
九
六
七
年
）
、
隅
『
日
本
染
織
発
達
史
』
（
「
九
六
五
年
、
改
訂
版
は

　
一
九
六
八
年
）
、
原
島
礼
二
「
八
世
紀
に
お
け
る
緬
布
生
産
の
技
術
史
的
考
察
」

　
（
『
続
日
本
紀
研
究
』
｝
二
五
、
一
九
六
五
年
）
、
闘
根
真
隆
「
奈
良
時
代
の
布
の

　
一
考
察
」
　
（
『
立
正
史
学
』
三
〇
、
一
九
六
六
年
）
、
太
田
英
蔵
「
紡
織
具
と
調
庸

　
絶
布
」
　
（
『
日
本
の
考
古
学
』
M
、
一
九
六
七
年
）
、
な
ど
。

④
明
石
｝
紀
コ
広
戸
制
の
構
造
と
課
役
湖
」
（
『
続
日
本
紀
研
究
』
一
九
〇
・
一
九

　
一
、
一
九
七
七
年
）
、
同
「
日
本
に
お
け
る
里
制
と
編
戸
鰯
の
特
質
」
（
　
九
七
七

　
年
度
歴
史
学
研
究
会
大
会
報
告
『
民
族
と
国
家
』
、
一
九
七
七
年
）
、
同
「
凡
庸

　
の
人
身
別
輸
納
と
合
成
上
納
」
（
『
伊
場
木
衙
の
研
究
』
、
一
九
八
一
年
）
、
同
「
浄

　
御
出
令
の
庸
布
に
つ
い
て
」
　
（
『
日
本
歴
史
』
四
二
四
、
一
九
八
三
年
置
、
長
山
泰

　
孝
「
八
世
紀
に
お
け
る
調
庸
制
の
変
遷
」
（
『
続
日
本
紀
研
究
』
一
九
九
、
一
九
七

　
八
年
）
、
服
藤
早
苗
「
古
代
の
女
性
労
働
」
　
（
『
日
本
女
性
史
』
一
、
　
一
九
八
二

　
年
）
、
な
ど
。

⑤
　
律
令
財
政
史
の
研
究
史
と
流
通
経
済
論
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
石
上
英
一

　
「
律
令
財
政
史
研
究
の
課
題
」
（
『
日
本
歴
史
』
三
三
四
、
一
九
七
六
年
）
、
同
「
律

　
令
国
家
財
政
の
分
析
視
角
」
（
『
日
本
経
済
史
を
学
ぶ
』
上
、
一
九
八
二
年
）
、
を
参

　
照
の
こ
と
。

⑥
　
狩
野
久
「
律
令
制
収
奪
と
入
畏
」
　
（
『
日
本
史
研
究
』
九
七
、
｝
九
六
八
年
）
、

　
早
川
庄
八
「
律
令
「
租
税
」
制
に
間
す
る
二
、
三
の
問
題
」
（
『
古
代
の
山
本
』
九
、
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一
九
七
一
年
）
、
な
ど
。

⑦
　
近
年
で
は
、
石
上
英
一
「
日
本
古
代
に
お
け
る
調
庸
制
の
特
質
」
　
（
一
九
七
二

　
年
度
歴
史
学
研
究
会
大
会
報
告
『
歴
史
に
お
け
る
民
族
と
民
主
主
義
』
、
｝
九
七

　
三
年
）
、
同
「
大
蔵
省
成
立
曳
考
」
（
『
日
本
古
代
の
社
会
と
経
済
』
上
、
一
九
七
八

年
）
、
同
「
日
本
賦
役
令
に
お
け
る
法
と
経
済
に
つ
い
て
の
二
、
三
の
問
題
」
（
『
歴

史
学
研
究
』
四
八
圏
、
一
九
八
○
年
）
、
同
「
律
令
国
家
財
政
と
人
民
収
奪
」
（
『
日

本
経
済
史
を
学
ぶ
』
上
、
一
九
八
二
年
）
、
な
ど
が
租
税
論
の
分
野
で
か
か
る
方

法
を
意
欲
的
か
つ
厳
密
に
用
い
て
い
る
。

1
　
日
本
律
令
と
常
布

　
本
章
で
は
、
日
本
律
令
に
お
け
る
布
関
係
の
規
定
を
集
成
し
、

独
自
の
性
質
と
そ
の
社
会
的
背
景
を
考
察
し
た
い
。

そ
の
論
理
構
造
を
抽
出
す
る
。
さ
ら
に
唐
律
令
と
の
比
較
か
ら
、
日
本
律
令

常布と調庸擬（吉川）

q
D
　
巳
本
律
令
に
お
け
る
布
関
係
規
定
の
構
造

　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
日
本
律
令
の
布
に
関
連
す
る
条
文
は
、
第
一
表
㈲
の
如
く
で
あ
る
。
（
以
下
、
条
文
引
用
に
際
し
て
は
、
第
一
表
働
の
記
号
③
～
⑲
・
⑦
～
②
を
使
用
す

る
。
）
こ
こ
で
は
④
～
⑭
を
調
布
関
係
の
条
文
（
「
調
」
「
端
」
字
を
用
い
る
も
の
”
④
・
⑧
・
③
・
⑰
・
◎
二
⑪
・
①
・
⑦
・
①
・
⑭
・
⑲
・
⑦
・
㊥
～
㊥
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
③

⑭
）
と
、
庸
布
関
係
の
条
文
（
「
庸
」
「
常
」
字
を
用
い
る
も
の
”
⑥
．
⑩
・
⑪
；
⑭
・
⑪
・
④
）
と
に
便
宜
的
に
区
分
し
て
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

　
㈲
輸
納
に
つ
い
て

　
ま
ず
調
布
に
関
し
て
は
、
畿
外
で
は
正
丁
一
人
に
つ
き
二
丈
六
尺
、
京
畿
内
で
は
半
額
の
一
士
三
尺
と
い
う
輸
納
額
を
規
定
す
る
（
④
）
。

注
意
す
べ
き
点
は
、
畿
外
の
正
調
に
は
「
回
田
郷
土
所
出
一
」
と
い
う
原
則
が
あ
り
、
布
は
絹
・
絶
・
糸
・
綿
な
ど
と
並
ぶ
正
調
の
一
晶
目
た
る

に
過
ぎ
な
い
の
に
対
し
、
京
畿
内
で
は
「
皆
」
布
の
み
を
輸
呈
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
次
に
画
布
に
関
し
て
は
、
畿
外
で
は
丁
丁
一
人
に
つ
き
二
丈
六
尺
を
輸
属
す
る
規
定
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
法
制
上
は
歳
役
の
一
葦
の
庸
二
尺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

六
寸
の
一
〇
日
分
で
あ
る
。
京
畿
内
は
「
不
レ
豊
玉
収
レ
庸
之
例
こ
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
庸
で
代
納
さ
れ
る
歳
役
自
体
の
免
除
規
定
と
見
ら
れ
て

　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

い
る
。
ま
た
、
実
際
に
は
米
・
塩
・
絶
・
糸
・
綿
等
も
収
取
さ
れ
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
、
庸
の
品
目
と
し
て
布
の
み
を
あ
げ
て
い
る
点
は
興
味
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深
い
（
以
上
＠
）
。

　
㈲
合
成
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
正
調
た
る
繊
維
製
品
に
は
す
べ
て
、
輸
送
・
取
扱
い
・
消
費
の
面
で
便
利
な
よ
う
に
合
成
規
定
が
あ
る
（
④
・
⑧
）
。
調
布
の
場
合
は
、
畿

外
で
は
二
丁
分
を
合
成
し
、
長
さ
五
丈
二
尺
・
幅
二
尺
四
寸
を
一
端
と
す
る
。
た
だ
し
、
京
畿
内
調
布
に
は
合
成
規
定
が
付
さ
れ
て
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

こ
れ
に
関
す
る
『
令
集
解
』
穴
記
の
「
京
畿
内
。
四
丁
成
レ
端
緒
。
」
と
い
う
注
釈
は
単
な
る
法
文
解
釈
上
の
も
の
と
思
わ
れ
、
ま
た
⑧
の
「
調

へ皆
伝
レ
近
合
成
し
も
丁
数
合
成
を
明
示
し
な
い
京
畿
内
調
布
に
及
ぶ
か
否
か
は
決
し
難
い
。
　
一
方
、
こ
の
京
畿
内
調
布
は
後
に
「
人
身
之
布
」

　
　
　
　
　
　
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

と
呼
ば
れ
て
お
り
、
　
「
人
身
」
別
学
納
物
（
一
非
合
成
物
）
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
京
畿
内
で
は
特
例
と
し
て
調
布
を

「
端
」
単
位
に
合
成
せ
ず
、
一
点
三
尺
の
ま
ま
輸
蒸
す
る
と
い
う
の
が
令
規
定
の
本
義
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
（
幅
に
つ
い
て
は
、
畿
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

調
布
と
同
じ
二
尺
四
寸
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
次
に
庸
布
で
あ
る
が
、
令
規
定
で
は
義
甲
の
単
位
は
「
常
」
で
あ
る
（
⑪
）
。
　
一
塁
の
長
さ
は
、
◎
・
⑲
・
④
で
一
人
一
日
の
「
庸
」
　
「
功

庸
」
を
二
尺
六
寸
と
し
・
⑭
の
「
中
功
」
で
「
一
常
得
二
五
功
ご
と
す
る
こ
と
か
ら
・
帯
1
1
二
尺
六
寸
×
五
1
1
一
丈
三
尺
・
と
計
量
れ
麺

（
幅
に
つ
い
て
は
後
述
）
。
従
っ
て
正
面
一
人
分
の
庸
布
二
丈
六
尺
は
、
一
常
1
1
一
丈
三
尺
を
二
単
位
（
つ
ま
り
二
常
）
輸
納
し
、
上
級
単
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

に
は
合
成
し
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
回
　
使
途
に
つ
い
て

　
調
布
に
は
、
＠
季
禄
・
⑪
位
禄
・
東
富
雑
用
料
・
⑦
号
禄
・
⑭
借
物
に
充
当
す
る
規
定
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
、
絶
・
糸
・
綿
・
鍬
・

鉄
等
の
食
料
に
非
ざ
る
物
品
と
と
も
に
支
給
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
布
は
現
物
支
給
さ
れ
る
禄
物
・
鱒
物
の
一
品
目
た
る
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

禄
物
は
全
調
物
量
の
一
割
強
を
占
め
る
の
み
で
訪
っ
て
、
官
司
運
営
費
等
の
調
物
の
主
要
な
使
途
は
令
文
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、

各
費
目
の
中
、
及
び
調
布
の
使
途
全
体
の
中
で
は
、
令
繰
上
に
現
わ
れ
た
調
布
の
使
途
は
主
要
な
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
庸
布
の
使
途
。
令
の
規
定
で
は
布
の
み
を
庸
と
す
る
（
◎
）
の
で
、
布
と
は
明
記
し
な
い
が
、
庸
の
使
途
を
定
め
た
⑪
の
「
衛
士
仕
丁
采
女
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幽
界
窯
業
」
及
び
「
役
民
雇
直
及
食
」
が
庸
布
の
使
途
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
（
⑪
の
位
禄
の
庸
布
は
、
封
戸
の
庸
の
代
給
物
で
あ
る
か
ら
庸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

布
本
来
の
使
途
で
は
な
い
。
）
し
か
し
、
庸
布
は
食
品
で
は
な
い
の
で
、
⑪
の
「
食
」
は
少
な
く
と
も
法
的
に
は
不
備
と
言
え
よ
う
。
よ
っ
て
、

法
文
上
の
庸
布
の
使
途
の
本
義
は
「
食
」
以
外
、
す
な
わ
ち
「
琴
平
盛
暑
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
④
　
そ
の
他

　
調
布
に
つ
い
て
は
、
⑭
・
⑩
・
⑲
・
⑦
・
㊤
～
㊧
・
⑭
で
「
端
」
が
「
官
物
」
　
「
蔵
物
」
　
「
財
」
　
「
財
物
」
等
の
額
の
基
準
と
な
っ
て
い
る
。

収
取
・
支
出
の
面
で
は
正
調
の
一
品
目
に
す
ぎ
な
い
調
布
が
、
こ
の
よ
う
に
物
品
価
値
の
基
準
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
点
、
注
目
に
値
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

な
お
、
㊥
は
調
布
の
か
か
る
性
格
を
背
景
に
し
た
規
定
と
も
読
め
る
。
ま
た
、
⑳
の
「
束
修
の
礼
」
に
用
い
ら
れ
る
調
布
の
性
格
は
、
禄
の
変

形
、
或
い
は
「
財
物
」
の
一
種
と
し
て
把
握
で
き
よ
う
。

　
一
方
、
庸
布
に
つ
い
て
は
、
合
成
を
検
討
す
る
際
に
触
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
日
本
律
令
で
は
一
人
一
日
の
労
働
の
「
庸
」
が
布
二
尺
六

寸
と
規
定
さ
れ
、
こ
れ
が
庸
布
の
収
取
・
支
出
の
論
理
的
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
庸
布
は
人
間
の
労
働
量
を
表
示
す
る
基
準
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

用
い
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

’常’オロと調肩事希唖（吉川）

　
以
上
の
検
討
の
結
果
、
　
日
本
律
令
で
は
（
京
畿
内
の
特
例
を
除
け
ば
）
、
調
布
は
五
丈
二
尺
一
端
を
単
位
と
し
、
禄
物
・
購
物
に
（
も
）
充

当
さ
れ
、
物
品
価
値
の
基
準
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
庸
布
は
一
管
三
尺
1
1
常
を
単
位
と
し
、
役
民
の
雇
直
に
充
当
さ
れ
、
労
働
量
の
基
準
に
用

い
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
が
判
明
し
た
。

　
次
に
調
布
・
庸
布
相
互
の
関
係
を
考
察
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
ま
ず
注
意
す
べ
き
は
、
法
文
上
で
は
両
者
は
同
一
の
品
質
と
見
倣
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
は
、
同
一
条
文
中
に
調
布
（
物
品
価

値
の
基
準
）
と
庸
布
（
労
働
量
の
基
準
）
が
出
現
し
、
両
者
が
区
別
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
（
⑲
）
で
あ
る
。
和
銅
五
年
十
二
月
に
同
じ
「
常
」

が
調
庸
二
布
の
基
準
た
り
得
た
こ
と
（
H
章
史
料
⑤
）
、
養
老
元
年
十
二
月
に
調
庸
布
が
合
成
さ
れ
得
た
こ
と
（
H
章
史
料
③
）
の
理
由
は
こ
こ
に
求
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⑳

め
ら
れ
る
。
ま
た
、
両
者
が
同
品
質
で
あ
る
以
上
、
織
幅
も
同
一
（
二
尺
四
寸
。
④
。
）
と
想
楚
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
庸
布
の
単
位
布
1
1
「
常

布
」
と
は
、
長
さ
一
丈
三
尺
・
幅
二
尺
四
寸
の
布
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
京
畿
内
の
調
布
が
規
格
面
で
常
布
と
一
致
す
る
こ
と
で
あ
る
（
京
畿
内
調
布
の
規
格
は
㈲
で
考
察
し
た
）
。
調

布
の
規
格
系
列
は
、
一
壷
三
尺
1
1
京
畿
内
調
布
、
二
丈
六
尺
一
門
外
調
輸
納
量
、
五
丈
二
尺
一
一
端
、
と
倍
数
的
に
設
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

の
最
小
の
も
の
が
常
布
な
の
で
あ
る
。
庸
布
に
つ
い
て
も
、
一
丈
三
尺
一
輸
納
単
位
、
二
丈
六
尺
1
1
輸
納
量
、
と
い
う
倍
数
的
な
系
列
が
見
ら

れ
、
常
が
単
位
と
な
っ
て
い
る
。
即
ち
、
調
布
と
庸
布
は
そ
れ
ぞ
れ
の
規
格
系
列
の
最
小
単
位
た
る
常
布
を
結
節
点
と
し
て
つ
な
が
る
訳
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
両
者
の
性
格
　
　
物
品
価
値
の
基
準
・
労
働
量
の
基
準
一
が
総
合
さ
れ
、
布
に
よ
る
一
つ
の
体
系
が
構
成
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
律
令
で
は
、
墨
筆
輸
納
額
・
（
使
途
）
・
物
品
価
値
・
労
働
量
を
同
じ
布
（
常
布
）
で
基
礎
づ
け
、
そ
の

　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

倍
数
関
係
に
よ
っ
て
表
示
す
る
と
い
う
体
系
が
構
築
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
右
の
如
き
日
本
律
令
の
価
値
表
示
体
系
の
基
礎
が
常
布
で
あ
る
こ
と
、
単
位
名
が
常
・
端
の
み
で
あ
る
こ
と
、
二
丈
六
尺
の
性
格
が

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

調
・
庸
で
異
な
る
こ
と
、
の
三
点
か
ら
、
最
も
基
本
的
な
単
位
と
し
て
ま
ず
常
々
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
調
布
・
鷺
布
の
規
格
系
列
の
設
定

に
つ
い
て
も
以
下
の
如
き
推
測
が
可
能
と
な
ろ
う
。

　
ω
　
ま
ず
、
庸
布
と
し
て
収
取
す
る
鯖
瀬
一
単
位
（
一
丈
三
尺
）
を
京
畿
内
の
調
布
の
輸
納
額
・
面
罵
単
位
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
、
、
、
⑳

　
ω
　
畿
外
調
の
輸
納
額
は
京
畿
内
調
の
倍
額
（
二
丈
六
尺
）
と
し
、
庸
（
区
外
の
み
）
の
輸
納
額
を
そ
れ
に
一
致
さ
せ
る
。

　
㈲
　
調
布
は
二
丁
で
合
成
し
、
五
丈
二
尺
1
1
一
端
（
輸
納
単
位
）
と
す
る
。
　
（
↓
物
品
価
値
の
基
準
）

㊥
百
分
の
庸
は
二
丈
六
尺
を
一
〇
（
日
）
で
割
り
・
二
尺
⊥
ハ
寸
と
す
鯛
（
↓
労
働
量
の
華
）

Gり

`
ω
は
飽
く
ま
で
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
従
来
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
規
格
の
設
定
方
法
や
調
布
・
藤
布
の
合
成
法
の
相
違
の
意

味
が
、
二
尺
四
寸
幅
の
常
布
を
基
礎
に
考
え
れ
ば
明
瞭
に
説
明
で
き
る
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
以
上
の
よ
う
に
常
徳
が
価
値
表
示
体
系
の
基
礎
と
な
っ
た
背
景
に
、
京
畿
内
で
の
常
布
の
一
定
程
度
の
現
物
貨
幣
的
な
流
通
を
想
定
す
る
こ
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と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
律
令
の
条
文
の
解
釈
の
み
か
ら
得
ら
れ
た
理
解
を
拡
大
応
用
す
る
の
は
危
険
と
雷
え
る
。

め
、
日
本
律
令
の
母
法
た
る
唐
律
令
の
規
定
と
そ
の
構
造
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

そ
こ
で
節
を
改

常布と調庸制（吉川）

働
　
唐
律
令
相
当
条
文
の
検
討

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
第
一
表
⑳
は
、
前
節
で
考
察
し
た
日
本
律
令
の
布
関
係
条
文
に
相
当
す
る
唐
律
令
の
条
文
で
あ
る
。
唐
律
令
で
は
絹
に
関
す
る
規
定
が
多
く
、

調
布
・
庸
布
の
差
異
も
見
出
し
難
い
の
で
、
絹
と
布
の
両
者
の
性
格
と
関
係
を
前
節
の
㈲
～
④
の
各
側
面
か
ら
検
討
し
、
日
本
律
令
と
の
比
較

を
行
な
う
と
い
う
方
法
を
と
る
こ
と
に
す
る
。

　
⑧
　
輸
納
に
つ
い
て

　
唐
律
令
で
は
④
・
⑬
・
◎
で
租
調
庸
の
輸
納
を
規
定
す
る
。

　
ま
ず
調
庸
の
品
鼠
で
あ
る
が
、
唐
律
令
で
は
正
調
・
庸
の
本
色
が
と
も
に
絹
と
布
の
二
本
立
て
で
あ
る
。
正
調
に
糸
・
綿
を
も
含
み
、
京
畿

内
調
・
庸
が
布
の
み
と
い
う
日
本
律
令
に
比
し
て
、
特
に
調
庸
間
の
差
と
い
う
点
で
相
違
が
み
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
次
に
調
庸
輸
納
額
に
つ
い
て
は
、
調
と
庸
の
比
が
日
本
律
令
で
は
一
対
一
、
唐
律
令
で
は
一
対
三
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
唐
律
令
で
は
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

○
日
分
の
庸
の
合
計
長
（
絹
な
ら
六
斎
1
1
一
匹
半
、
布
な
ら
素
裸
五
尺
1
1
一
端
喰
）
を
記
さ
な
い
点
も
異
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
唐
律
令
で

は
調
庸
の
双
方
に
お
い
て
絹
と
布
の
輸
納
額
の
比
が
一
対
一
・
二
五
に
な
っ
て
い
る
の
が
注
園
さ
れ
る
。
こ
の
比
は
、
（
晴
開
類
意
立
法
時
の
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

民
間
の
絹
と
布
と
の
等
価
の
丈
尺
比
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
最
後
に
、
唐
律
令
に
は
京
畿
内
特
例
規
定
が
付
さ
れ
て
い
な
い
点
も
重
要
で
あ
る
。
中
国
の
畿
内
制
は
、
『
周
礼
』
に
範
を
取
っ
た
北
魏
道
武

帝
が
初
め
て
実
施
し
、
東
魏
・
北
斉
に
継
承
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
階
で
は
腸
帝
在
位
中
に
畿
内
制
を
採
用
し
た
が
、
唐
で
は
開
元
二
十
一
年
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

で
実
施
し
な
か
っ
た
。
唐
賦
役
令
が
開
元
二
十
五
年
令
で
も
京
畿
内
特
例
規
定
を
付
さ
な
い
ら
し
い
の
は
、
特
例
の
存
否
は
と
も
か
く
と
し
て
、

畿
内
制
未
採
用
時
の
規
定
を
継
承
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
日
本
で
京
畿
内
の
調
車
免
・
庸
全
寮
と
い
う
優
遇
措
覆
が
行
な
わ
れ
た
の
は
大
宝
律
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⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

令
以
後
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、
か
か
る
制
度
の
継
受
に
関
し
て
は
不
明
な
点
が
多
く
、
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
る
。
た
だ
、
い
ず
れ
に

せ
よ
、
唐
律
令
に
京
畿
内
特
例
規
定
が
な
い
こ
と
か
ら
、
調
品
目
に
常
布
や
そ
れ
に
類
す
る
布
・
絹
が
現
わ
れ
な
い
こ
と
は
注
意
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。

　
㈲
合
成
に
つ
い
て

　
合
成
に
関
す
る
条
文
④
・
⑧
と
④
・
⑧
を
比
較
し
て
ま
ず
気
付
く
の
は
、
日
歯
両
律
令
の
合
成
の
原
理
の
相
違
で
あ
る
。
即
ち
、
日
本
律
令

で
は
「
六
丁
成
レ
匹
」
の
如
く
丁
数
を
基
準
と
し
た
合
成
が
調
の
み
で
行
わ
れ
る
の
に
対
し
、
唐
律
令
で
は
「
布
五
丈
成
レ
端
」
の
如
く
一
定
の

長
さ
を
基
準
と
し
た
合
成
が
調
庸
を
問
わ
ず
に
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
相
違
は
、
唐
律
令
で
は
各
丁
が
磯
菊
を
合
成
し
て
、
絹
な
ら
二
匹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

・
布
な
ら
出
端
を
輸
納
す
る
よ
う
に
企
画
さ
れ
て
い
た
も
の
を
、
日
本
律
令
で
は
、
①
各
丁
の
野
島
品
目
が
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
、
②
庸
に

は
常
布
を
輸
納
す
る
、
と
い
う
条
件
に
翻
約
さ
れ
て
、
合
成
を
調
の
み
に
限
定
し
、
し
か
も
調
品
目
が
多
種
類
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
が
ら
生
じ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
次
に
注
鼠
さ
れ
る
の
は
匹
・
端
と
い
う
単
位
の
性
格
の
相
違
で
あ
る
。
中
国
の
匹
と
端
に
つ
い
て
は
既
に
詳
細
な
研
究
が
あ
り
、
以
下
の
如

く
概
観
さ
れ
る
。

〈
先
秦
～
南
北
朝
〉
　
匹
一
四
丈
、
端
1
1
二
丈
。
こ
れ
が
本
義
で
、
匹
・
端
は
長
さ
の
相
違
を
表
わ
す
に
過
ぎ
ず
、
絹
・
布
の
い
ず
れ
に
も
使

　
用
さ
れ
た
。

〈
北
魏
～
北
周
〉
　
匹
一
四
丈
、
端
一
六
丈
に
変
更
。
匹
・
端
は
長
さ
を
表
わ
す
の
み
で
、
調
収
取
の
際
に
は
絹
も
布
も
匹
単
位
に
合
成
し
て

　
い
た
。

〈
晴
・
唐
〉
　
匹
一
四
丈
、
端
一
五
丈
と
変
更
。
一
騎
収
取
に
関
連
す
る
も
の
と
見
ら
れ
、
　
「
税
財
政
上
」
は
布
に
端
、
絹
に
匹
が
使
用
さ
れ

　
た
。
（
か
か
る
匹
・
端
の
あ
り
か
た
を
以
後
「
布
端
絹
匹
制
」
と
略
称
す
る
。
）

〈
五
代
以
後
〉
　
布
算
筆
匹
制
が
崩
れ
る
。
匹
に
二
尺
の
「
耗
」
を
加
え
て
四
丈
二
尺
と
し
た
以
外
、
匹
・
端
の
長
さ
は
基
本
的
に
変
わ
ら
な
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常布と調庸制（吉川）

　
い
。

　
当
面
問
題
と
な
る
布
端
重
婚
制
に
つ
い
て
補
足
す
る
。
唐
律
令
で
は
、
絹
対
布
一
一
対
一
・
二
五
な
る
等
価
の
丈
尺
比
が
、
均
額
賦
課
の
原

⑲則
か
ら
一
丁
あ
た
り
の
輸
納
額
の
比
と
な
り
、
そ
れ
が
言
成
後
の
長
さ
の
比
に
ま
で
貫
徹
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
五
丈
端
の
創
出
は
合
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
簡
便
に
す
る
た
め
の
措
置
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
結
果
、
端
坐
と
匹
絹
は
価
格
面
で
の
互
換
性
を
獲
得
し
た
こ
と
に
も
な
る
。

こ
れ
に
対
し
・
呆
律
令
の
匹
●
端
笑
書
異
な
・
て
い
る
・
即
ち
・
呆
律
令
で
甚
と
端
が
共
に
五
丈
二
尺
助
長
さ
の
点
で
下

す
る
の
で
あ
る
。
令
制
定
時
に
は
絹
と
布
と
に
大
き
な
価
格
差
が
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
に
も
拘
ら
ず
、
布
と
絹
の
合
成
丁
数
を
変
え
る
こ
と

で
均
額
賦
課
の
原
則
を
守
り
つ
つ
、
同
一
長
へ
の
合
成
を
可
能
に
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
使
用
上
の
便
は
得
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
価
格
差
が

合
成
後
に
も
残
存
し
、
ま
た
長
さ
の
相
違
と
い
う
本
義
が
忘
れ
ら
れ
、
匹
・
端
は
繊
維
の
種
類
を
表
示
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、

日
本
律
令
で
は
布
端
絹
匹
制
は
形
式
的
に
継
受
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
㈲
　
使
途
に
つ
い
て

　
ω
節
で
述
べ
た
如
く
、
日
本
律
令
で
は
調
布
↓
禄
物
、
二
布
↓
役
民
の
癖
直
と
、
調
布
・
庸
布
の
使
途
が
条
文
上
に
現
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ

に
対
し
、
唐
律
令
で
は
調
庸
の
使
途
が
明
確
で
な
い
。
そ
の
理
由
を
検
討
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

厄
ま
ず
調
に
つ
い
て
。
唐
令
⑥
で
禄
と
し
て
支
給
さ
れ
て
い
る
の
は
「
当
処
」
の
租
粟
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
唐
令
の
禄
は
租
か
ら
支
給
す

　
　
　
　
　
　
　
⑬

る
規
定
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
調
物
が
現
わ
れ
な
い
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
臼
本
荘
⑥
・
⑪
・
①
・
①
で
調
の
使
途
が
現
わ
れ
た
の

は
、
官
人
の
禄
を
租
か
ら
食
料
の
形
で
支
給
す
る
唐
令
の
規
定
を
、
調
か
ら
必
要
物
資
の
現
物
を
支
給
す
る
規
定
に
変
更
し
た
結
果
に
過
ぎ
な

　
　
　
　
　
⑭

い
と
思
わ
れ
る
。

　
次
に
庸
に
つ
い
て
。
一
撃
賦
役
令
計
帳
条
⑪
・
⑪
は
内
容
が
相
違
す
る
。
課
役
全
体
の
予
算
を
対
象
と
す
る
◎
を
、
⑥
で
は
庸
の
収
支
に
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

定
し
て
書
き
換
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
「
充
二
衛
士
仕
丁
采
女
女
丁
寄
食
こ
と
い
う
日
本
令
に
独
自
の
規
定
を
挿
入
し
た
た
め
、
「
庸
」

の
本
義
た
る
「
役
民
雇
直
及
食
」
を
「
以
外
」
の
使
途
と
し
て
書
き
加
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
日
本
令
で
庸
布
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の
使
途
が
明
瞭
で
あ
る
の
も
、
令
文
書
き
換
え
に
付
随
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
「
調
」
　
「
庸
」
の
中
国
で
の
本
義
は
、
調
一
収
取
・
調
達
、
庸
1
1
雇
傭
料
で
あ
る
。
唐
令
で
は
「
調
」
　
「
庸
」
の
語
自
体
が
伝
統
的
な
収
取

目
的
を
表
示
す
る
た
め
、
わ
ざ
わ
ざ
令
文
に
使
途
を
明
示
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
継
受
し
た
日
本
堤
で
使
途
が
現
わ

れ
た
の
も
、
使
途
を
表
示
す
る
目
的
が
あ
っ
た
と
い
う
よ
り
は
令
文
書
き
換
え
に
伴
う
い
わ
ぼ
偶
然
事
と
見
倣
し
た
ほ
う
が
良
か
ろ
う
。
こ
の

意
味
で
、
日
本
律
令
の
価
値
表
示
体
系
に
調
布
・
庸
布
の
使
途
が
組
み
込
ま
れ
た
の
は
論
理
的
な
必
然
性
に
基
く
も
の
と
は
考
え
難
い
と
言
え

る
。
　
（
前
節
で
日
本
律
令
の
価
値
表
示
体
系
を
表
現
す
る
際
に
使
途
に
つ
い
て
は
括
弧
付
に
し
た
が
、
こ
こ
迄
考
察
す
れ
ぱ
使
途
を
体
系
内
に

含
め
て
考
え
る
必
要
性
は
消
滅
し
た
と
思
わ
れ
る
。
）

　
④
　
そ
の
他
－
物
品
価
値
・
労
働
量
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
ノ
　
’
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　

⑰
ノ

　
唐
律
令
で
物
品
価
値
を
表
示
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
単
位
は
、
匹
（
⑭
・
⑲
・
⑦
・
㊥
～
②
・
②
～
⑦
）
及
び
段
（
⑩
・
⑭
）
で
あ

　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曾
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

る
。
匹
は
⑭
で
「
准
レ
絹
為
レ
価
」
、
　
④
で
「
上
絹
佑
」
と
す
る
こ
と
か
ら
絹
の
単
位
と
見
ら
れ
る
。
段
も
二
匹
の
半
分
」
の
意
か
ら
基
本
的

に
絹
の
単
位
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
匹
・
段
の
両
者
を
用
い
る
理
由
は
未
詳
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
物
品
価
値
の
基
準
と
し
て
絹
が

用
い
ら
れ
て
い
る
と
し
て
良
か
ろ
う
。
　
（
尤
も
、
前
述
の
如
く
匹
絹
と
端
布
が
価
格
的
互
換
性
を
有
し
て
い
る
点
は
見
落
せ
な
い
。
）

　
次
に
労
働
量
の
基
準
で
あ
る
が
、
◎
で
は
絹
布
両
者
が
、
⑦
で
は
絹
の
み
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
（
⑭
・
⑲
の
労
働
量
基
準
規
定
に
相
当
す
る

　
　
　
ノ
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
＠
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

も
の
は
⑭
・
⑲
に
見
え
な
い
。
）
◎
は
任
土
作
並
の
原
則
に
基
く
課
役
の
規
定
で
あ
る
た
め
、
絹
布
双
方
を
明
記
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
◎

か
ら
は
絹
布
双
方
を
労
働
量
の
基
準
と
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
が
、
そ
の
順
序
（
絹
が
先
）
、
及
び
④
が
絹
の
み
の
規
定
で
あ
る
こ
と

を
併
考
す
れ
ば
、
絹
が
中
心
に
置
か
れ
て
い
る
と
判
断
で
き
る
。

　
こ
の
様
に
、
唐
律
令
で
は
、
物
品
価
値
・
労
働
蚤
の
基
準
と
し
て
は
絹
が
中
心
的
に
、
布
が
補
完
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

布
の
み
を
用
い
る
日
本
律
令
と
は
明
ら
か
な
差
異
で
あ
る
。
ま
た
、
唐
律
令
に
は
常
布
が
存
在
せ
ず
、
た
め
に
日
本
律
令
の
如
く
物
品
価
値
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

労
働
量
が
単
純
な
倍
数
関
係
で
結
び
つ
く
こ
と
が
な
い
（
絹
の
場
合
、
一
匹
一
四
丈
は
一
日
の
労
働
量
1
1
三
尺
の
倍
数
に
な
ら
な
い
。
布
も
同
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様
）
　
の
も
重
要
な
相
違
点
と
し
て
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
唐
律
令
で
は
、
三
尺
×
二
〇
日
一
六
丈
1
1
一
匹
半
、
　
一
匹
半
（
庸
分
）
＋
半
券

（
調
分
）
一
二
匹
、
と
い
う
具
合
（
以
上
絹
の
場
合
。
布
も
同
様
）
に
㈲
で
述
べ
た
零
墨
合
成
と
い
う
収
取
の
あ
り
方
に
規
定
さ
れ
、
物
品
価

値
と
労
働
量
と
が
複
雑
・
非
倍
数
的
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四布と調庸綱（吉川）

㈱
～
④
の
考
察
の
結
果
を
総
括
す
れ
ば
、

ω
　
唐
律
令
で
は
、
調
庸
輸
納
額
・
物
品
価
値
・
労
働
量
の
基
準
と
し
て
絹
布
両
者
が
用
い
ら
れ
る
が
、
絹
が
中
心
的
、
布
が
補
完
的
な
も
の

　
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
点
、
ほ
ぼ
布
の
み
を
基
準
と
す
る
日
本
律
令
と
は
性
格
を
異
に
す
る
。

㈹
　
唐
律
令
に
は
、
絹
布
の
等
価
の
丈
尺
比
・
調
庸
収
取
の
あ
り
方
に
密
接
に
関
連
し
た
布
端
絹
匹
制
が
存
在
す
る
。
日
本
律
令
は
こ
れ
を
形

　
式
的
に
継
承
し
た
に
過
ぎ
な
い
。

㈹
　
日
本
律
令
の
常
布
、
ま
た
は
そ
れ
に
類
す
る
絹
や
布
が
唐
律
令
に
は
存
在
し
な
い
。
こ
の
た
め
、
唐
律
令
で
は
物
品
価
値
と
労
働
量
が
単

　
純
な
倍
数
関
係
で
結
び
つ
く
こ
と
は
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
唐
律
令
に
も
価
値
表
示
体
系
が
存
在
す
る
こ
と
が
判
明
し
た
が
、
そ
れ
は
（
布
端
絹
匹
制
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
）
基
準
の

二
元
性
と
聖
駕
合
成
制
と
に
規
定
さ
れ
た
複
雑
か
つ
非
倍
数
的
な
体
系
で
あ
り
、
日
本
律
令
の
単
純
か
つ
倍
数
的
な
体
系
と
は
様
相
を
異
に
し

て
い
た
。
か
か
る
相
違
の
原
因
は
、
古
代
日
本
の
絹
の
生
産
・
流
通
の
後
進
性
と
、
そ
れ
に
代
わ
る
偽
善
と
い
う
特
殊
な
布
の
存
在
に
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

①
　
本
稿
で
「
日
本
律
令
」
と
記
す
場
合
、
具
体
的
に
は
大
宝
・
養
老
両
律
令
を
指

　
す
。
但
し
、
大
宝
律
令
は
周
知
の
如
く
全
文
を
復
原
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

　
本
稿
で
問
題
に
す
る
諸
論
点
に
関
す
る
限
り
両
律
令
間
に
本
質
的
な
差
異
は
な
い

　
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
考
察
は
養
老
律
令
に
よ
っ
て
行
な
う
。
ま
た
、
養
老
律
の

　
本
稿
に
関
運
す
る
と
思
わ
れ
る
条
文
の
う
ち
、
当
該
部
分
を
唐
律
以
外
か
ら
は
復

原
で
き
な
い
も
の
（
厩
麟
律
庫
蔵
主
司
羨
望
条
、
雑
滋
藤
認
良
人
為
奴
輩
条
、
断

獄
律
主
守
寄
寄
囚
翻
言
条
）
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
除
外
し
て
検
討
す
る
。
な
お
、

本
稿
で
と
り
あ
げ
た
条
文
の
う
ち
大
宝
・
養
老
両
律
令
間
で
顕
著
な
差
が
あ
っ
た

と
さ
れ
る
も
の
に
、
◎
賦
役
令
歳
役
条
（
青
木
和
夫
コ
履
役
制
の
成
立
」
〈
『
史

学
雑
誌
』
六
七
一
三
・
四
、
　
一
九
五
八
年
〉
、
但
し
長
山
泰
孝
「
歳
役
制
の
成
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立
」
念
律
令
負
担
体
系
の
研
究
騒
、
一
九
七
六
年
、
発
表
は
～
九
六
〇
年
〉
が
有

　
力
な
反
対
説
で
あ
る
。
）
、
①
公
式
令
文
案
式
条
（
早
川
庄
入
「
律
令
制
と
天
皇
」

　
〈
『
史
学
雑
誌
』
八
五
一
一
二
、
　
一
九
七
六
年
・
〉
）
が
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
近
年
・

　
発
見
さ
れ
た
古
本
令
私
記
の
注
釈
か
ら
、
大
宝
関
市
令
毎
黙
立
標
条
ま
た
は
官
私

　
交
関
条
に
「
口
布
価
」
の
語
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
て
お
り
　
（
橋
本
裕

「
礪
講
古
本
令
私
記
所
載
零
委
に
つ
い
て
」
禽
西
学
院
大
学
人
文
論

　
究
』
二
五
－
三
、
一
九
七
五
年
〉
）
、
価
値
網
示
体
系
の
変
更
（
H
章
）
と
い
う
側

　
面
か
ら
の
詳
細
な
検
討
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。

②
　
④
～
⑪
は
令
、
⑦
～
②
は
律
の
条
文
で
あ
る
。
　
（
復
原
は
『
新
訂
増
補
国
史
大

　
系
∵
律
臨
及
び
『
訳
譲
日
本
律
令
』
一
↑
三
巻
に
よ
っ
た
。
）
た
だ
し
、
物
八
丁
の

　
材
料
と
し
て
言
及
さ
れ
る
布
（
軍
防
熱
備
戎
具
条
、
衣
服
令
武
官
朝
服
条
、
雑
令

　
給
衣
服
条
な
ど
）
に
つ
い
て
は
検
討
の
対
象
か
ら
除
外
し
た
。

⑧
律
令
で
は
調
布
・
庸
布
に
品
質
上
の
差
は
な
い
（
後
述
）
の
で
、
か
か
る
区
分

　
は
あ
く
ま
で
便
宜
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
、
区
分
の
設
定
は
本
来
は
検
討

　
を
経
た
後
に
行
な
う
べ
き
も
の
で
も
あ
る
。
な
お
、
②
は
調
布
・
庸
布
の
い
ず
れ

　
に
含
め
る
べ
き
か
判
明
し
な
い
た
め
、
区
分
の
対
象
か
ら
は
一
応
除
外
す
る
こ
と

　
に
す
る
。

④
高
潔
律
令
の
庸
規
定
の
不
備
に
つ
い
て
は
、
石
上
英
一
「
日
本
古
代
に
お
け
る

　
調
庸
鯛
の
特
質
」
　
（
前
掲
）
。

⑤
　
脊
木
和
夫
「
雇
役
制
の
成
立
」
　
（
前
掲
）
。

⑥
『
令
集
解
』
賦
役
令
歳
役
条
古
記
（
綿
米
塩
）
、
実
例
と
し
て
は
、
『
続
日
本
紀
歯

　
慶
厨
至
二
年
閏
正
月
〔
戊
午
条
（
縮
…
引
綿
）
、
神
H
亀
六
年
士
心
張
国
論
…
腰
帯
（
『
大
R
［
本
古

　
文
書
』
一
巻
三
六
五
頁
、
塩
）
、
天
平
十
七
年
木
工
寮
解
（
同
二
巻
四
〇
一
頁
、

　
米
）
、
な
ど
。

⑦
角
山
幸
洋
「
写
経
事
業
従
事
者
の
衣
料
に
つ
い
て
」
（
前
掲
）
。

⑧
『
令
集
解
』
賦
役
令
調
絹
絶
条
。

⑨
穴
冠
の
成
立
し
た
弘
仁
・
天
長
期
（
井
上
光
貞
「
環
本
律
令
の
威
立
と
そ
の
注

　
釈
書
」
〈
日
本
思
想
大
系
『
律
令
』
解
説
、
一
九
七
六
年
置
）
に
は
京
畿
内
で
は
調

　
銭
輸
納
が
一
般
的
で
あ
ろ
う
し
、
養
老
元
年
に
は
調
布
合
成
法
が
変
更
さ
れ
て
い

　
る
（
次
章
参
照
）
か
ら
で
あ
る
。

⑩
『
続
日
本
紀
』
慶
雲
三
年
二
月
半
寅
条
。

⑫
　
翼
石
一
紀
「
調
庸
の
入
識
別
輸
納
と
合
成
輸
納
」
（
前
掲
）
。
こ
の
史
料
を
除
い

　
て
も
氏
の
証
明
は
成
立
し
う
る
の
で
循
環
論
に
は
な
ら
な
い
。

⑫
同
一
条
文
（
④
）
内
で
同
様
に
「
布
」
と
記
し
何
ら
差
異
を
表
示
し
て
い
な

　
い
。
こ
れ
は
畿
外
調
布
の
幅
を
示
し
て
京
畿
内
調
布
の
幅
を
も
自
動
的
に
示
す
構

　
造
に
な
っ
て
い
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
京
畿
内
調
布
の
幅
も
二
尺
四

　
寸
と
考
え
る
の
が
最
も
無
理
が
な
か
ろ
う
。

⑬
　
鬼
頭
清
明
「
位
禄
の
支
給
額
と
課
丁
数
」
　
（
『
日
本
古
代
都
市
論
序
説
』
、
一
九

　
七
七
年
、
発
表
は
一
九
六
五
年
）
。

⑭
『
令
義
解
』
営
繕
令
計
三
聖
条
。

⑮
「
段
」
合
成
説
は
、
r
喜
田
新
六
「
調
の
絹
施
布
に
つ
い
て
」
、
長
山
泰
孝
「
八

　
世
紀
に
お
け
る
調
幾
寅
の
変
遷
」
、
な
ど
。
非
合
成
説
は
註
⑬
鬼
頭
論
文
の
ほ
か
、

　
明
石
一
紀
「
調
庸
の
人
身
別
輸
納
と
合
成
桜
蓼
」
、
服
藤
早
苗
「
古
代
の
女
性
労

　
働
」
、
な
ど
。
　
（
い
ず
れ
も
前
掲
）
。

⑯
　
高
橋
崇
「
律
令
制
給
与
の
数
的
研
究
」
　
（
『
律
令
官
人
給
与
制
の
研
究
』
、
一
九

　
七
〇
年
）
。

⑰
　
　
『
旧
唐
霞
』
東
夷
俵
日
本
国
条
か
ら
、
唐
令
と
は
異
な
っ
た
調
布
に
よ
る
束
修

　
の
礼
が
実
際
に
行
な
わ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
東
野
治
之
「
調
墨
書
銘
二

　
題
」
　
（
『
正
倉
院
文
書
と
木
簡
の
研
究
』
、
…
九
七
七
年
、
発
表
は
一
九
七
六
年
）

　
を
参
照
の
こ
と
。

⑱
　
こ
の
一
人
～
日
二
尺
六
寸
な
る
基
準
に
つ
い
て
、
原
島
礼
二
「
八
世
紀
に
お
け

　
る
施
布
生
一
座
の
技
術
史
的
考
察
」
（
前
掲
）
は
滝
川
政
次
郎
『
日
本
奴
隷
経
済
史
』

　
　
（
一
九
三
〇
年
）
の
「
法
定
賃
銀
」
説
を
批
判
し
、
単
な
る
「
一
人
一
日
の
平
均

　
織
布
長
」
と
解
し
た
。
こ
の
原
島
説
が
成
立
し
難
い
こ
と
は
森
明
彦
「
雇
役
制
の
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常布と調庸欄（吉川）

　
財
政
史
的
考
察
」
（
『
続
日
本
紀
研
究
』
一
三
八
、
｝
九
八
三
年
）
に
詳
し
い
が
、

　
い
ず
れ
に
せ
よ
法
定
上
の
労
働
量
の
基
準
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
か
ろ
う
。

⑲
角
出
幸
洋
「
写
経
事
業
従
事
者
の
衣
料
に
つ
い
て
」
（
前
掲
）
。

⑳
服
藤
早
苗
「
古
代
の
女
性
労
働
」
　
（
前
掲
）
は
常
布
の
幅
を
一
尺
八
寸
と
想
定

　
す
る
が
、
従
い
難
い
。
　
（
常
布
の
幅
を
令
文
が
示
さ
な
い
の
は
布
規
格
の
初
出
た

　
る
賦
役
令
調
絹
緬
条
の
幅
で
代
表
さ
せ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
）
尤
も
、
帳
二
尺

　
四
寸
は
法
規
誌
上
の
も
の
で
実
際
の
貫
徹
度
は
不
明
で
あ
る
が
、
律
令
国
家
側
の

　
意
志
が
あ
く
ま
で
も
こ
の
掘
を
強
鋼
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
軽
視
で
き
な
い
。

⑳
な
お
、
厳
密
に
は
一
人
一
臼
の
労
働
量
の
基
準
た
る
二
尺
六
寸
は
一
再
三
尺
の

　
倍
数
で
は
な
い
が
、
ち
ょ
う
ど
五
分
の
一
の
長
さ
で
あ
る
た
め
倍
数
関
係
の
中
に

　
含
め
た
い
。

＠
　
藍
本
律
令
で
他
に
価
値
表
示
に
用
い
ら
れ
う
る
物
品
と
し
て
は
銭
・
銅
が
あ
る

　
が
、
あ
く
ま
で
中
心
は
布
で
あ
る
と
考
え
て
良
か
ろ
う
。
な
お
、
　
日
本
律
令
の

　
「
価
値
尺
度
」
に
布
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
森
明
彦
「
雇
役
制
の
財

　
政
史
的
考
察
」
　
Ω
銅
鐸
）
が
簡
単
に
ふ
れ
て
い
る
。

㊥
　
二
丈
六
尺
は
、
調
布
で
は
端
の
半
分
、
庸
布
で
は
常
布
二
単
位
と
し
て
存
在
す

　
る
。

⑭
調
庸
の
量
を
｝
致
さ
せ
た
理
由
は
不
明
で
あ
る
。
ち
な
み
に
調
紺
庸
の
比
率
は
、

　
唐
物
で
は
一
対
三
（
註
⑳
）
、
日
本
で
も
慶
雲
三
年
㈱
（
H
章
ω
節
）
以
降
は
二

　
対
一
で
あ
る
。

飼
こ
の
意
味
か
ら
も
、
二
尺
六
寸
を
一
人
一
日
の
平
均
織
布
長
の
実
態
と
み
る
原

　
島
説
（
註
⑱
）
に
は
疑
問
を
感
じ
る
。

⑯
　
狩
野
久
「
律
令
財
政
の
機
構
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
三
、
　
一
九
七
六
年
）
。

⑳
律
は
『
訳
註
日
本
律
令
』
二
・
三
巻
、
令
は
仁
井
田
陞
『
唐
令
拾
遺
』
に
よ
っ

　
た
。
な
お
、
唐
で
は
数
度
に
わ
た
っ
て
律
令
が
改
訂
さ
れ
て
い
る
が
、
各
律
令
問

　
の
差
異
は
…
応
捨
象
し
た
。
ま
た
、
唐
律
令
に
は
励
表
一
②
で
あ
げ
た
も
の
の
ほ

　
か
に
布
・
絹
の
出
現
す
る
条
文
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
ω
日
本
律
令
に
も
存
在

　
し
た
と
思
わ
れ
る
が
唐
律
令
に
よ
る
ほ
か
に
復
原
で
き
な
い
も
の
　
（
註
①
）
、
②

唐
律
令
に
は
存
在
し
た
が
日
本
律
令
へ
の
書
き
換
え
の
段
階
で
省
か
れ
た
と
考
え

　
ら
れ
る
も
の
（
衛
禁
律
越
度
縁
辺
闘
艶
麗
、
賊
盗
律
監
臨
主
司
自
盗
条
、
賦
役
令

　
｛
俣
原
隊
　
条
〈
江
南
諸
州
租
布
〉
、
　
由
厩
牧
A
脚
復
原
柚
弟
六
条
、
閲
羅
巾
ム
霧
俣
暇
勘
第
四
条

　
な
ど
）
、
㈹
物
品
の
材
料
と
し
て
言
及
さ
れ
る
も
の
（
軍
防
令
、
衣
服
令
、
楽
令
、

　
喪
葬
令
、
雑
令
な
ど
に
数
例
）
、
に
大
別
さ
れ
る
が
す
べ
て
省
略
し
た
。
こ
の
う

　
ち
、
本
稿
で
問
題
に
す
る
価
値
表
示
体
系
に
関
連
し
、
結
論
に
と
っ
て
例
外
的
存

　
在
と
な
る
の
が
厩
牧
令
復
原
第
六
条
（
網
か
ら
稲
〈
日
本
学
丁
令
毎
乗
駒
条
〉
に

　
書
き
換
え
る
）
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
日
唐
の
中
央
－
地
方
の
財
政
形
態

　
の
違
い
な
ど
か
ら
更
に
考
え
た
い
。
ま
た
、
唐
律
令
で
は
日
本
律
令
に
比
し
て
銭

　
が
多
く
現
わ
れ
、
膿
銅
が
制
度
化
さ
れ
た
（
『
訳
註
日
本
律
令
』
五
巻
、
名
例
律

　
第
五
条
解
説
〈
滋
賀
秀
ゴ
…
氏
執
筆
〉
参
照
）
点
な
ど
も
価
値
表
示
体
系
の
考
察
に

　
際
し
て
は
注
意
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。

⑳
本
節
で
以
後
「
絹
」
　
「
布
」
と
表
記
す
る
場
合
、
前
者
は
綾
・
絹
・
緬
、
後
者

　
は
麻
布
を
指
す
こ
と
と
す
る
。
日
野
開
三
郎
『
唐
代
租
調
庸
の
研
究
』
一
・
色
額

　
篇
（
一
九
七
四
年
）
三
I
I
－
5
、
参
照
。

⑳
絹
の
場
合
、
調
は
二
文
、
庸
は
一
日
三
尺
の
二
十
ヨ
分
の
六
文
、
で
一
対
三
と

　
な
る
。
布
に
つ
い
て
も
同
様
。

⑳
「
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
実
役
徴
発
を
正
法
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
（
石
上

　
英
一
「
日
本
古
代
に
お
け
る
調
庸
制
の
特
質
」
〈
前
掲
〉
）
。

⑳
　
日
野
開
三
郎
前
掲
書
、
三
－
且
1
1
。

⑳
畿
内
蟹
変
遷
に
つ
い
て
審
我
部
静
雄
海
中
の
畿
内
制
度
」
（
『
轟
轟
捻

　
日
中
関
係
史
の
研
究
』
、
　
九
六
入
年
、
発
表
は
一
九
六
四
年
）
に
よ
っ
た
。

⑯
青
木
和
夫
「
腿
役
制
の
成
立
」
　
（
前
掲
）
は
唐
で
は
京
畿
内
の
負
担
軽
減
措
置

　
が
と
ら
れ
な
か
っ
た
と
す
る
。
た
だ
、
日
本
の
京
畿
内
優
遇
は
庸
全
乳
の
み
で
な

　
く
調
半
免
に
も
見
ら
れ
る
の
で
、
唐
の
措
置
の
実
際
に
つ
い
て
は
更
に
考
え
た
い
。

⑧
庸
に
つ
い
て
は
青
木
和
夫
「
雇
役
制
の
成
立
」
（
前
掲
）
、
調
に
つ
い
て
は
長
山
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泰
孝
「
畿
内
制
の
成
立
」
（
『
古
代
の
目
本
』
五
、
～
九
七
〇
年
）
。
後
者
に
は
前

　
者
ほ
ど
の
確
実
な
根
拠
は
な
い
が
、
や
は
り
大
宝
令
で
岡
時
に
優
遇
規
定
が
設
け

　
ら
れ
た
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

⑳
　
日
本
の
畿
内
制
に
つ
い
て
は
註
⑫
・
⑭
各
論
文
の
他
に
、
関
晃
「
畿
内
捌
の
成

　
立
」
（
『
山
梨
大
学
学
芸
学
都
研
究
報
告
』
五
、
　
一
九
五
四
年
）
、
早
川
庄
八
「
律

　
令
制
の
形
成
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
二
、
一
九
七
五
年
）
、
長
山
泰
孝
「
改

　
新
詔
と
畿
内
制
の
成
立
」
　
（
『
主
日
本
紀
研
究
』
二
〇
九
．
一
＝
○
、
　
　
九
八
○

　
年
）
、
な
ど
。
な
お
、
畿
内
制
の
成
立
と
「
京
」
制
の
成
立
が
関
連
す
る
と
す
れ

ば
（
崖
男
冒
本
に
お
け
る
景
」
の
成
喪
〈
『
獣
ア
勘
当
塀
呆
古
代
史

　
講
座
』
六
、
一
九
八
二
年
〉
）
、
或
い
は
両
者
の
整
備
期
も
一
致
（
大
宝
令
）
す
る

　
か
も
知
れ
な
い
。

⑯
唐
で
は
「
調
色
が
絹
な
ら
庸
色
も
亦
絹
、
調
色
が
布
な
ら
庸
色
も
雪
布
で
、
し

　
か
も
こ
の
調
庸
は
　
括
し
て
徴
納
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
」
　
（
日
野
二
三
郎

　
前
掲
書
、
三
－
皿
－
序
）
と
い
う
。
な
お
、
　
こ
の
合
成
は
ト
ル
フ
ァ
ン
発
見
の

　
「
庸
調
布
」
　
に
よ
っ
て
証
さ
れ
る
。
　
仁
井
田
陞
「
襲
撃
番
発
見
の
庸
調
布
と
租

　
布
」
　
（
『
中
国
法
制
史
研
究
』
土
地
法
・
取
引
法
、
　
一
九
六
〇
年
、
発
表
は
一
九

　
三
〇
年
）
参
照
。

＠
　
日
野
開
三
郎
前
掲
省
、
三
一
H
1
1
に
依
拠
し
た
。
な
お
同
論
の
前
提
と
し
て

　
同
「
唐
代
庸
調
の
布
絹
課
徴
額
と
匹
端
制
」
（
『
法
野
史
研
究
』
一
五
、
一
九
六
五

　
年
）
が
あ
り
、
他
に
鈴
木
俊
「
匹
（
疋
）
と
端
」
（
『
石
田
博
士
頚
寿
記
念
束
洋
史

　
論
叢
』
、
一
九
六
五
年
）
が
あ
る
。

⑱
　
日
野
開
三
郎
前
掲
魯
、
三
－
H
1
1
に
よ
れ
ば
、
民
闘
で
は
布
に
も
匹
が
多
く

　
用
い
ら
れ
、
端
は
少
な
か
っ
た
と
い
う
。

⑳
　
日
野
七
三
郎
前
掲
霧
、
五
－
1
。

⑳
日
野
開
三
郎
前
掲
書
、
三
i
H
－
1
。

＠
　
③
の
絹
維
の
匹
は
長
さ
五
丈
一
尺
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
合
成
人
数
の
六
丁
で
割

　
り
切
る
た
め
の
措
置
と
思
わ
れ
る
。

＠
　
　
『
唐
令
拾
遺
』
倉
庫
令
復
原
第
三
条
。
日
本
倉
庫
令
に
は
対
応
条
文
が
見
出
せ

　
な
い
。

＠
　
鈴
木
俊
「
唐
の
｝
望
祝
と
均
田
制
」
匂
均
田
、
租
庸
調
制
度
の
研
究
』
、
　
一
九
八

　
○
年
）
。

⑭
⑰
に
つ
い
て
は
「
段
」
の
理
解
（
後
述
）
か
ら
轟
轟
と
考
え
ら
れ
る
が
、
調
の

主
要
使
途
と
は
見
倣
し
難
く
、
例
外
と
し
て
処
理
し
た
い
。

⑮
　
日
本
思
想
大
系
『
律
令
』
補
註
、
賦
役
令
5
（
吉
田
町
氏
執
筆
）
。

⑩
　
菊
地
康
明
「
律
令
制
収
取
体
系
と
土
地
所
有
の
関
係
」
（
『
日
本
古
代
土
地
所
有

　
の
研
究
』
、
一
九
六
九
年
）
。

⑰
　
α
は
唐
令
で
は
な
く
『
唐
六
典
』
所
載
の
皇
帝
の
勅
命
下
達
文
書
の
一
た
る
発

　
日
勅
の
註
で
あ
る
。
①
の
論
奏
式
と
性
絡
は
異
な
る
が
、
法
文
書
き
換
・
κ
の
問
題

　
は
同
様
に
存
在
す
る
の
で
、
　
『
詔
令
拾
主
』
に
従
っ
て
こ
こ
に
収
め
た
。
①
．
①

　
に
つ
い
て
は
早
川
庄
八
「
律
令
制
と
天
皇
」
　
（
前
掲
）
参
照
。

⑱
『
訳
註
国
本
律
令
』
五
巻
、
事
例
律
第
三
四
条
解
説
（
滋
賀
秀
三
疑
執
筆
）
。

⑲
　
諸
橘
轍
次
『
大
漢
和
辞
典
』
　
「
段
」
e
。

⑭
　
日
野
田
三
郎
氏
は
「
段
」
が
「
端
」
と
節
義
で
あ
る
か
ら
布
の
単
位
だ
と
見
る

　
（
同
氏
前
掲
書
、
三
一
H
－
1
）
が
、
先
述
し
た
「
端
」
の
長
さ
の
変
更
か
ら
考

　
え
て
従
い
難
い
。
な
お
、
小
野
勝
年
「
匹
端
と
匹
段
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
二
〇
1

　
四
、
一
九
六
四
年
）
を
参
照
の
こ
と
。

＠
　
⑭
に
つ
い
て
は
唐
に
常
布
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
で
説
明
が
つ
く
が
、
⑪
に

　
つ
い
て
は
断
案
が
な
い
。
単
に
逸
文
の
未
発
見
に
よ
る
も
の
か
。

⑫
　
日
野
開
三
郎
前
掲
欝
、
五
一
W
。

㊥
　
「
価
値
の
基
準
」
の
日
唐
両
律
令
闘
の
差
に
つ
い
て
は
、
日
本
思
想
大
系
『
律

　
令
』
補
…
註
、
賦
役
令
3
5
b
（
吉
田
孝
氏
執
筆
）
が
簡
単
に
ふ
れ
て
い
る
。

⑭
　
日
本
律
令
で
は
、
一
端
1
1
五
丈
二
尺
1
一
二
尺
六
寸
x
二
〇
翻
二
〇
日
分
の
労
働

　
量
、
と
簡
単
な
倍
数
関
係
に
な
る
。
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X
　
常
布
の
消
滅

　
常
布
は
、
和
銅
～
養
老
期
の
布
規
格
の
変
更
に
よ
っ
て
制
度
的
に
消
滅
す
る
。

因
に
検
討
を
加
え
、
更
に
は
常
布
の
歴
史
的
意
義
に
一
定
の
評
価
を
与
え
た
い
。

本
章
で
は
、
1
章
で
の
論
点
を
基
礎
に
し
て
そ
の
過
程
と
原

理布と調庸制（吉川）

⑳
　
和
銅
～
養
老
期
の
布
規
格
変
更

　
平
城
遷
都
直
後
の
和
銅
～
養
老
期
に
は
、
中
男
作
物
制
、
民
部
省
勘
会
劇
、
郷
里
制
、
計
帳
中
名
の
作
成
と
京
進
な
ど
の
重
要
な
施
策
が
次

　
　
　
　
　
　
①

々
に
実
施
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
施
策
は
相
互
に
関
連
し
つ
つ
律
令
糊
支
配
を
深
化
さ
せ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
本
章
で
論
じ
る
布
規
格
の
変
更
も

同
時
期
に
実
施
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
前
述
の
諸
施
策
と
の
関
連
も
予
測
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
節
で
は
、
ま
ず
規
格
変
更
の
経
過
を
確
認

す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
関
連
史
料
は
以
下
の
①
②
③
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

①
和
銅
六
年
二
月
十
九
日
格

　
　
其
庸
布
以
＝
一
丁
一
成
レ
段
。
長
二
丈
六
尺
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

②
　
和
銅
七
年
二
月
二
日
制

　
　
制
。
以
晶
商
二
二
丈
六
尺
一
為
レ
段
。
不
レ
得
レ
用
レ
常
。
如
露
丁
蓄
昌
常
並
一
塁
黒
鼠
産
業
一
者
加
今
年
十
二
月
以
前
。
悉
愛
用
畢
。
或
貯
耳
語
多
。
出
売
不
レ

　
　
尽
者
。
便
納
昌
官
司
一
与
　
和
価
司
或
限
外
売
買
。
没
為
二
官
物
鴨
有
物
人
糺
告
幻
西
廻
＝
告
愛
憐
其
帯
レ
関
国
司
。
商
旅
過
日
。
審
加
＝
勘
隅
一
。
附
レ
使
言
上
。

③
養
老
元
年
十
一
月
廿
工
日
詔
・
十
二
月
二
日
格

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
㈲
　
詔
日
。
…
…
布
錐
レ
有
レ
端
。
稽
有
レ
不
レ
便
。
白
下
随
レ
便
レ
用
更
定
離
端
麗
餉
所
司
宜
丁
量
昌
一
丁
輸
物
｝
作
土
安
穏
条
例
⑳
…
…
（
十
一
月
廿
二
日
詔
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
㈲
　
調
布
。
長
二
丈
弐
尺
。
闊
弐
尺
難
寸
。
一
丁
輪
　
弐
丈
捌
尺
殉
庸
布
壱
丈
騨
尺
。
井
黙
丈
弐
尺
。
手
証
為
レ
端
。
…
…
（
十
二
月
二
日
格
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
㈲
　
庸
布
。
布
輸
二
一
人
一
丈
四
尺
司
以
岡
三
丁
之
斑
布
一
成
ソ
段
。
　
（
十
二
月
二
日
格
）
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⑦

　
そ
れ
ぞ
れ
に
説
明
を
加
え
た
い
。

　
①
は
『
半
日
本
紀
』
同
日
条
に
「
始
制
轟
度
量
調
庸
義
倉
等
類
五
条
事
附
語
具
二
別
格
ご
と
あ
る
「
別
格
」
の
一
と
見
ら
れ
る
。
1
章
で
述

べ
た
如
く
、
大
宝
令
で
は
意
外
正
丁
一
人
に
つ
き
、
庸
布
二
丈
六
尺
を
一
流
一
一
丈
三
尺
な
る
常
布
二
単
位
で
輸
納
す
る
規
定
で
あ
っ
た
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

れ
が
慶
雲
三
年
二
月
十
六
日
半
で
「
当
欲
下
軽
瓢
歳
役
之
庸
一
息
中
人
民
之
乏
砦
な
る
理
由
で
半
減
さ
れ
た
。
即
ち
、
正
丁
一
人
の
庸
が
常
布
一
単

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

位
と
な
っ
た
訳
で
あ
る
。
①
は
、
こ
の
常
布
を
正
丁
二
人
で
二
丈
六
尺
に
合
成
し
、
　
「
段
」
な
る
単
位
名
を
以
て
収
取
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

た
も
の
で
あ
る
。

　
②
は
、
①
と
同
じ
「
段
」
規
格
を
商
布
に
も
「
不
レ
得
レ
用
レ
常
。
」
と
強
制
し
た
も
の
で
あ
る
。
①
と
②
に
は
約
一
年
の
間
隔
が
あ
る
に
過
ぎ

ず
、
新
規
格
の
強
制
は
同
一
の
意
図
に
基
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
②
は
調
布
の
初
見
史
料
で
あ
る
。
商
布
と
は
、
調
庸
以
外
の
形
で
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
租
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

央
政
府
に
流
入
す
る
布
全
般
を
指
す
概
念
と
考
え
ら
れ
、
実
体
的
に
は
八
世
紀
の
史
料
に
現
わ
れ
る
「
馬
柵
」
　
「
交
易
布
」
　
「
租
交
易
布
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

同
一
の
も
の
と
見
ら
れ
る
。
誓
書
は
、
の
ち
に
交
易
雑
物
・
地
子
交
易
物
に
大
き
な
比
重
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
の
長
さ
は
以
後
も
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

丈
六
尺
で
変
化
が
な
か
っ
た
ら
し
い
。
ま
た
、
②
か
ら
商
運
が
「
帯
レ
関
国
」
以
遠
か
ら
「
商
旅
」
に
よ
っ
て
搬
入
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

が
、
こ
れ
は
他
史
料
に
見
え
る
商
布
の
生
産
地
と
一
致
し
、
興
味
深
い
。

　
③
に
つ
い
て
。
㈲
の
十
一
月
骨
二
日
詔
を
受
け
て
作
成
さ
れ
た
「
安
穏
条
例
」
が
十
二
月
二
日
置
で
施
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
㈲
回
は

そ
の
一
部
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
新
規
格
・
合
成
法
を
略
述
す
れ
ば
、
ま
ず
、
畿
紫
黒
丁
一
人
の
調
布
・
直
壁
の
輸
納
額
を
そ
れ
ぞ
れ
長
さ
二
丈

八
尺
・
一
丈
四
尺
と
す
る
（
幅
は
二
尺
四
寸
）
。
合
成
に
際
し
て
は
、
㈲
正
丁
一
人
の
調
布
・
庸
布
を
合
成
し
、
四
丈
二
尺
1
1
一
端
と
す
る
、

㈲
（
調
が
緬
な
ど
の
他
品
目
で
あ
る
場
合
と
考
え
ら
れ
る
が
）
二
人
分
の
庸
布
を
合
成
、
二
丈
八
尺
一
一
段
と
す
る
、
の
二
方
法
を
と
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

に
な
っ
た
。
こ
の
四
丈
二
尺
端
二
一
丈
八
二
段
な
る
規
格
は
以
後
も
長
く
使
用
さ
れ
、
　
『
延
喜
式
』
に
も
継
承
さ
れ
た
。

　
以
上
が
規
格
・
合
成
法
の
変
更
の
経
過
で
あ
る
。
概
略
的
に
は
、
和
銅
六
年
に
段
規
格
を
設
定
し
（
端
は
令
制
の
ま
ま
）
、
養
老
元
年
に
全

く
新
し
い
段
・
端
の
規
格
・
合
成
法
に
変
更
し
た
、
と
把
握
さ
れ
る
。
節
を
改
め
て
変
更
の
原
因
を
考
察
し
た
い
。
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働
布
規
格
変
更
の
原
因

’
前
節
で
概
観
し
た
布
規
格
・
合
成
法
の
変
更
に
関
し
て
試
み
ら
れ
た
従
来
の
解
釈
の
多
く
は
、
旧
規
格
の
不
便
さ
に
そ
の
原
因
を
求
め
て
き

⑯た
。
布
の
規
格
は
中
央
に
お
け
る
被
服
用
布
量
に
制
約
さ
れ
る
た
め
、
か
か
る
解
釈
は
一
定
の
有
効
性
を
も
つ
。
ま
た
、
変
更
の
背
景
に
何
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

か
の
社
会
的
要
因
を
想
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
、
1
章
で
述
べ
た
如
く
布
に
は
日
本
律
令
の
価
値
表
示
体
系
の
基
準
た

る
性
格
が
付
与
さ
れ
て
い
た
以
上
、
こ
れ
と
の
関
連
を
捨
象
し
て
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
長
山
泰
孝
民
の
①
②
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

す
る
「
貨
幣
政
策
的
な
意
味
が
あ
っ
た
」
と
す
る
評
価
を
継
承
し
、
和
錦
芋
称
発
行
・
価
値
表
示
体
系
変
更
と
の
密
接
な
関
連
を
①
②
③
全
般

の
中
に
検
出
し
た
い
。

　
ま
ず
和
同
開
弥
発
行
の
経
過
を
略
述
す
る
。
和
同
開
弥
発
行
の
目
的
は
、
平
城
京
造
営
工
事
に
必
要
な
功
直
の
財
源
と
し
て
法
定
価
値
を
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

由
に
決
定
し
う
る
銭
貨
を
充
当
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
、
と
さ
れ
る
。
和
銅
元
年
に
は
銀
銭
・
銅
銭
が
発
行
さ
れ
、
翌
二
年
に
は
両
銭
の
使
い
わ

　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

け
が
指
令
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
同
年
か
ら
翌
三
年
に
か
け
て
銅
銭
へ
の
＝
兀
化
が
図
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
地
金
の
流
通
と
い
う
背
景
を
持
た

な
い
銅
銭
は
、
律
令
国
家
の
支
払
手
段
と
し
て
の
一
方
的
投
入
と
い
う
状
況
と
相
盛
っ
て
、
な
か
な
か
流
通
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
和
鋼
四

年
以
降
の
貨
幣
政
策
は
銅
銭
の
流
通
促
進
・
比
価
決
定
の
二
点
に
絞
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
廿
…
「
百
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
骨
｝
二

　
銅
銭
の
流
通
促
進
に
は
以
下
の
方
策
が
取
ら
れ
た
。
ω
銭
に
よ
る
禄
法
の
決
定
（
和
銅
四
年
十
月
甲
子
）
、
②
馬
銭
叙
位
法
　
（
四
年
十
月
四

日
〉
　
　
　
　
　
　
〈
廿
日
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
昔
九
日
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
十
九
日
〉

子
・
十
二
月
庚
申
）
、
③
山
王
と
銭
と
の
交
易
促
進
（
五
年
十
月
乙
丑
）
、
㈲
蓄
銭
に
よ
る
郡
司
任
用
（
六
年
三
月
壬
午
）
、
㈲
択
銭
の
禁
止
（
七

　
　
　
〈
廿
日
〉

年
九
月
甲
辰
）
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

　
ま
た
、
比
価
決
定
に
関
す
る
史
料
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
〈
十
五
日
〉

　
④
和
銅
四
年
五
月
己
未
　
　
以
晶
穀
六
升
一
当
二
銭
一
文
↓
令
互
百
姓
一
畳
論
難
野
庭
営
利
加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
七
日
〉

　
⑤
和
銅
五
年
十
二
月
辛
丑
　
制
。
…
…
又
諸
国
所
“
送
馬
庸
直
物
。
以
》
銭
換
。
宜
下
総
二
銭
五
文
一
准
中
布
一
直
如
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〈
廿
九
日
〉

　
⑥
養
老
五
年
正
月
丙
子
　
令
互
天
下
百
姓
喝
以
轟
銀
銭
コ
当
工
銅
銭
廿
芝
刈
以
二
銀
一
両
一
当
二
百
銭
刈
行
－
上
用
之
。

⑦
養
老
六
隻
髭
噸
詔
日
・
…
：
蓋
昌
用
銭
之
便
宣
薮
養
百
姓
之
潤
利
農
用
三
百
鐘
当
二
両
墾
…
．
：

　
こ
う
し
た
一
連
の
施
策
の
結
果
、
銅
銭
は
徐
々
に
流
通
し
始
め
た
ら
し
く
、
養
老
六
年
九
月
置
は
畿
内
近
国
六
国
の
銭
調
輪
納
が
行
な
わ
れ

　
　
⑳

て
い
る
。
こ
れ
以
後
、
重
要
な
貨
幣
政
策
は
暫
時
姿
を
消
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
さ
て
、
こ
こ
で
問
題
に
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
史
料
⑤
の
意
味
で
あ
る
。
⑤
は
調
庸
物
を
銅
銭
で
輸
撮
す
る
際
の
換
算
率
の
設
定
で
あ
る
が
、

単
な
る
比
価
決
定
た
る
④
⑥
⑦
と
異
な
り
、
律
令
の
価
値
表
示
体
系
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
即
ち
、
⑤
の
換
算
率
設
定
で
は
一
功
1
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

一
文
と
決
定
さ
れ
え
と
考
え
ら
れ
、
布
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
た
労
働
量
（
一
功
一
二
尺
六
寸
）
は
銅
銭
に
よ
っ
て
も
表
示
さ
れ
得
る
こ
と
に
な

っ
た
。
し
か
の
み
な
ら
ず
、
常
布
と
銅
銭
の
換
算
率
を
示
し
た
こ
と
に
よ
り
、
常
の
上
級
単
位
た
る
端
も
銅
銭
と
の
換
算
が
可
能
に
な
る
（
一

端
1
1
四
常
1
1
二
〇
文
）
。
つ
ま
り
、
銅
銭
は
従
前
は
端
黒
に
存
し
た
物
品
価
値
の
表
示
力
を
も
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
史
料
⑤

億
単
な
る
布
と
銅
銭
の
比
価
決
定
で
は
な
く
、
常
布
を
基
礎
と
し
て
調
諸
勢
納
額
・
物
品
価
値
・
労
働
量
を
倍
数
的
に
表
示
す
る
日
本
律
令
の

体
系
全
体
が
、
銅
銭
と
い
う
新
し
い
単
一
の
基
準
を
以
て
書
き
換
え
ら
れ
る
と
い
う
重
要
な
転
換
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
の
論
点
を
基
礎
に
①
②
③
を
解
釈
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ

　
①
②
に
つ
い
て
。
和
同
署
琢
発
行
以
前
に
は
「
役
民
謡
直
」
と
し
て
令
規
定
の
庸
布
（
常
布
）
が
実
際
に
支
出
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

勘
・
の
雇
直
と
し
て
の
籍
（
若
布
）
の
役
割
は
讐
発
行
以
後
に
は
低
下
し
た
と
考
え
ら
れ
る
・
何
と
な
れ
ば
・
律
令
国
家
が
畠
に
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
あ

定
価
値
・
発
行
量
を
決
定
し
得
る
銭
貨
の
ほ
う
が
支
払
手
段
と
し
て
は
よ
り
有
利
だ
か
ら
で
あ
る
。
か
か
る
状
況
下
で
は
、
現
物
貨
幣
的
な
常

布
は
不
要
で
あ
る
ば
か
り
か
、
銭
貨
流
通
の
障
害
に
さ
え
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
⑤
に
よ
っ
て
価
値
表
示
の
基
礎
と
し
て
の
常
業
の
存

在
意
義
は
銅
銭
に
よ
っ
て
剥
奪
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
銅
銭
の
流
通
促
進
の
た
め
に
は
そ
の
存
在
自
体
が
否
定
さ
れ
て
も
問
題
は
な
い
。
こ

う
し
て
、
①
②
の
常
規
格
否
定
・
段
規
格
背
黒
は
常
布
の
除
去
・
和
同
聞
賭
の
流
通
促
進
と
い
う
目
的
の
下
に
推
進
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
な
お
、
長
山
泰
孝
氏
は
「
常
布
を
や
め
て
段
布
を
強
制
し
た
の
は
、
一
〇
文
以
下
の
小
額
の
取
り
引
き
は
銭
を
も
っ
て
行
わ
せ
る
と
い
う
貨
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幣
政
策
的
な
意
味
が
あ
っ
た
」
と
さ
れ
る
が
、
銅
銭
の
流
通
促
進
と
い
う
目
的
が
想
定
さ
れ
る
以
上
、
十
文
と
い
う
大
単
位
の
貨
幣
と
し
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

段
布
の
役
割
は
認
め
難
く
、
①
②
の
意
図
は
現
物
貨
幣
的
な
常
布
を
除
去
し
て
仕
丁
等
の
下
級
雑
役
者
の
衣
服
料
と
し
て
の
段
布
を
創
出
す
る

と
い
う
、
布
の
性
格
の
完
全
な
転
換
に
求
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
③
の
意
味
も
こ
の
延
長
上
に
理
解
さ
れ
る
。
そ
れ
は
段
間
の
減
量
で
あ
る
。
和
同
開
脚
の
発
行
・
麻
布
の
創
出
に
よ
っ
て
庸
布
の
使
途
は
ほ

ぼ
下
級
雑
役
者
の
衣
服
料
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
結
果
、
庸
布
の
全
体
量
に
は
従
前
の
雇
直
分
だ
け
の
余
剰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

が
生
ず
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
余
剰
分
の
庸
布
を
調
布
と
合
成
し
、
新
規
格
の
端
布
と
し
て
収
取
す
る
と
い
う
の
が
③
の
意
味
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
こ
う
す
る
こ
と
で
、
衣
服
料
と
し
て
の
庸
布
1
1
段
布
は
調
に
布
以
外
の
品
目
を
輸
面
す
る
場
合
に
の
み
収
取
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
結

果
的
に
布
全
体
に
占
め
る
庸
布
と
し
て
の
段
布
の
割
合
は
激
減
す
る
。
実
際
の
運
用
が
如
何
に
行
わ
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
調
布
・
庸
布

全
体
の
収
取
量
を
同
一
に
保
っ
た
ま
ま
庸
布
と
し
て
の
着
色
の
数
量
を
新
使
途
に
合
わ
せ
て
減
少
さ
せ
る
と
い
う
、
実
に
巧
妙
な
意
図
が
③
に

は
蔵
さ
れ
て
い
た
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
更
に
③
に
つ
い
て
述
べ
れ
ば
、
四
叉
二
尺
1
1
一
端
な
る
新
規
格
は
四
丈
1
1
一
端
な
る
規
格
を
意
識
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
四
煮
端
布
は

「
大
化
改
新
詔
」
に
規
定
の
あ
る
布
で
　
（
次
章
で
述
べ
る
）
、
そ
れ
が
八
世
紀
の
史
料
に
も
出
現
す
る
こ
と
は
既
に
注
目
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ

　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

で
あ
る
。
八
世
紀
史
料
の
四
丈
端
布
の
多
く
は
計
算
上
の
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
一
方
、
そ
の
実
在
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

丈
か
ら
四
丈
二
尺
へ
の
伸
長
は
「
改
新
詔
］
の
二
尺
五
寸
幅
か
ら
令
制
の
二
尺
四
寸
幅
へ
の
変
更
に
伴
う
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

従
っ
て
「
布
錐
レ
有
’
端
、
梢
有
レ
不
レ
便
」
　
（
③
）
な
る
変
更
前
の
状
況
は
、
四
丈
端
布
と
五
二
二
尺
二
布
の
混
在
（
或
い
は
後
者
の
僅
少
性
）

を
示
す
も
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
更
に
、
③
に
よ
っ
て
、
布
の
規
格
が
令
制
に
示
さ
れ
た
五
丈
二
島
回
・
一
千
三
尺
常
と
は
全
く
異
質
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
も

注
目
し
た
い
。
こ
れ
は
、
現
実
に
存
在
す
る
調
布
・
裁
布
が
律
令
の
価
値
表
示
体
系
に
も
は
や
関
係
し
難
く
な
っ
た
事
実
を
示
す
も
の
で
あ
り
、

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

布
に
よ
る
価
値
表
示
体
系
の
崩
壊
と
も
換
言
し
得
よ
う
。
⑤
で
示
さ
れ
た
銅
銭
に
よ
る
布
の
置
換
の
制
度
的
最
終
形
が
こ
こ
に
在
る
と
考
え
ら
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⑰

れ
る
。

　
以
上
の
様
な
規
格
・
合
成
法
の
変
更
に
よ
り
、
常
布
は
制
度
上
か
ら
姿
を
消
し
た
。
実
態
的
に
は
、
八
世
紀
史
料
で
の
最
終
例
は
天
平
骨
年

の
「
大
安
寺
伽
藍
縁
起
井
流
記
資
財
帳
」
で
あ
り
、
九
世
紀
以
後
に
つ
い
て
は
特
殊
例
を
除
い
て
現
在
の
と
こ
ろ
史
料
上
に
検
出
し
得
て
い
な

い
。
一
方
、
新
規
格
の
厚
綿
・
段
布
は
史
料
上
に
頻
出
す
る
が
、
や
が
て
本
来
的
な
意
味
を
失
っ
て
単
な
る
規
格
の
相
違
を
表
示
す
る
に
過
ぎ

な
い
状
態
と
な
り
、
結
局
は
律
令
制
の
崩
壊
と
と
も
に
姿
を
消
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
結
論
。
和
銅
～
養
老
期
の
布
の
規
格
・
合
成
法
の
変
更
は
、
和
華
甲
弥
の
発
行
に
そ
の
原
因
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
日
本

律
令
の
常
布
を
基
礎
と
す
る
価
値
表
示
体
系
は
崩
壊
し
、
銭
貨
に
よ
る
体
系
に
置
換
さ
れ
た
。
こ
こ
に
常
布
は
価
値
表
示
体
系
の
基
礎
…
－
和

同
旧
称
の
歴
史
的
前
提
i
と
し
て
の
生
命
を
終
え
、
消
滅
に
向
か
っ
た
の
で
あ
る
。

①
　
そ
れ
ぞ
れ
、
　
玉
置
悦
子
「
調
制
に
関
す
る
一
考
察
」
　
（
『
愛
楽
史
苑
』
一
八
、

　
一
九
七
二
年
）
、
梅
村
喬
「
民
部
省
勘
会
制
の
成
立
」
（
『
日
本
古
代
の
社
会
と
経

　
済
』
上
、
一
九
七
八
年
）
、
岸
俊
男
「
古
代
村
落
と
郷
里
制
」
（
『
β
本
古
代
籍
帳
の

　
研
究
』
、
一
九
七
三
年
、
発
表
は
一
九
五
～
年
）
、
鎌
田
元
一
「
計
帳
制
度
試
論
」

　
（
『
史
林
』
五
五
一
五
、
一
九
七
二
年
）
。

②
　
『
令
集
解
』
賦
役
令
歳
役
条
。

③
『
続
日
本
紀
』
和
銅
七
年
二
月
謹
呈
条
。

④
　
　
『
余
日
本
紀
』
養
老
元
年
十
一
月
戊
午
条
。

⑤
　
『
令
集
解
』
賦
役
令
調
絹
緬
条
。

⑥
『
令
集
解
』
賦
役
令
歳
役
条
。

⑦
喜
田
新
六
「
調
の
絹
施
布
に
つ
い
て
」
（
前
掲
）
が
基
本
的
研
究
で
あ
る
。

⑧
『
続
日
本
紀
』
慶
雲
三
年
二
月
庚
寅
条
。
な
お
、
こ
の
記
事
を
明
石
｝
紀
「
浄

　
御
原
型
の
庸
…
布
に
つ
い
て
」
　
（
前
掲
）
は
浄
御
暦
令
の
受
認
量
～
丈
一
二
尺
の
｛
後
活

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
と
み
る
。
浄
御
原
令
制
下
の
庸
布
量
が
一
常
で
あ
っ
た
こ
と
は
氏
説
に
従
う
と
し

　
て
も
、
そ
れ
が
仕
丁
等
の
門
門
物
と
し
て
の
庸
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
同
論
文

　
は
大
宝
令
制
の
庸
の
各
使
途
の
量
的
差
違
を
捨
象
し
て
い
る
が
、
慶
雲
三
年
の
庸

　
半
減
に
あ
た
っ
て
は
「
軽
二
歳
役
之
庸
掃
」
と
さ
れ
、
そ
の
際
に
「
公
作
上
役
。
不
レ

　
足
二
傭
力
ご
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
大
宝
令
制
の
庸
布
量
二
丈
六

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
尺
に
は
一
階
三
尺
を
超
え
る
量
の
「
傭
力
」
1
1
「
歳
役
辻
三
」
が
含
ま
れ
て
い
る

　
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
氏
の
浄
御
原
令
の
庸
の
理
解
は
こ
の
点
か
ら
再
検
討
す

　
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

⑨
　
「
段
」
の
中
国
で
の
用
法
に
つ
い
て
は
1
章
②
節
で
述
べ
た
。
古
代
日
本
の

　
「
段
」
は
布
の
単
位
で
、
　
「
端
」
の
半
分
で
あ
る
の
が
本
来
（
史
料
①
）
の
用
法

　
で
あ
る
が
、
こ
の
布
の
「
端
」
は
網
の
「
匹
」
と
同
一
長
な
の
で
、
一
応
中
国
で

　
の
意
味
に
も
合
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
『
続
日
本
紀
』
で
は
大
宝
元
年
に
「
段
」

　
が
二
度
出
現
す
る
（
正
月
戊
子
条
、
三
月
壬
寅
条
）
。
用
途
か
ら
見
て
両
者
は
と

　
も
に
調
布
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
性
格
に
つ
い
て
は
断
案
が
な
い
（
明
石
一
紀
「
浄

　
御
影
令
の
外
幕
に
つ
い
て
」
〈
前
掲
〉
の
「
段
」
の
理
解
は
大
宝
元
年
格
の
史
料

　
批
判
の
点
か
ら
、
従
い
難
い
）
。

⑩
　
　
「
秘
耳
漏
は
『
工
入
日
7
本
・
古
文
堂
口
』
四
・
｝
血
・
　
一
二
・
　
一
四
［
・
　
…
い
血
・
　
一
山
ハ
・
二

20　（506）



財布と調庸制（吉川）

　
〇
二
頭
・
二
五
巻
に
の
べ
百
例
以
上
（
商
布
よ
り
多
い
）
現
わ
れ
る
。
「
交
易
布
」

　
の
実
例
は
同
二
巻
六
三
八
頁
、
九
巻
三
一
八
頁
、
一
四
巻
二
四
三
頁
、
「
租
交
易
布
」

　
の
実
例
は
同
四
巻
四
七
二
買
（
二
五
巻
三
一
一
〇
頁
に
曇
霞
）
、
　
｝
六
巻
二
八
三
頁
。

⑪
天
平
十
九
年
の
「
法
隆
寺
伽
藍
縁
起
井
流
記
資
財
帳
」
（
『
大
日
本
古
文
書
隠
二

　
巻
五
七
八
頁
、
当
該
部
分
は
六
一
二
頁
）
　
と
「
大
安
寺
伽
藍
縁
起
井
流
記
資
財

　
帳
」
　
（
同
二
巻
六
二
四
頁
、
当
該
部
分
は
六
三
八
頁
）
を
比
較
す
る
と
、
同
一
種

　
類
の
布
の
記
載
と
考
え
ら
れ
る
部
分
に
前
者
は
「
商
布
」
、
後
者
は
「
交
易
布
」
と

　
記
す
。
ま
た
、
天
平
宝
字
四
年
「
造
法
華
寺
金
甲
理
解
」
（
『
寧
出
遣
文
』
中
巻
四

　
七
八
頁
）
の
糸
の
収
支
の
記
載
で
は
、
収
入
都
分
の
「
四
百
八
十
五
斤
二
両
一
分

一
朱
租
交
易
」
が
用
」
部
分
の
西
更
＋
絢
売
料
奉
送
丹
肇
難
二
亀

　
に
ほ
ぼ
該
当
す
る
と
見
ら
れ
、
　
「
租
」
は
「
租
交
易
」
の
略
と
思
わ
れ
る
。
更
に

　
同
文
書
の
綿
の
収
支
の
記
載
で
は
、
収
入
部
分
の
「
百
昔
副
署
因
幡
国
気
多
郡
租

　
交
易
」
が
「
用
」
部
分
の
「
百
昔
調
革
因
藤
国
商
」
に
ほ
ぼ
該
当
す
る
と
考
え
ら

　
れ
、
「
租
交
易
」
と
「
商
」
は
置
換
可
能
と
晃
な
し
う
る
。
以
上
か
ら
繊
維
製
品

　
　
　
　
　
（
租
）

　
に
「
商
」
　
「
租
」
　
「
租
交
易
」
　
「
交
易
」
の
語
が
冠
せ
ら
れ
た
場
合
、
そ
れ
ら
の

　
物
品
は
実
体
的
に
は
同
一
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
と
思
う
が
、
そ
れ

　
は
布
に
も
適
用
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
推
論
は
弓
野
瑞
子
「
古
代
の
商
窟
に
つ

　
い
て
」
（
『
史
観
』
九
八
、
一
九
七
八
年
）
の
あ
げ
た
「
同
一
文
書
に
列
記
さ
れ
る

　
例
が
な
い
」
点
か
ら
も
傍
証
さ
れ
よ
う
。
た
だ
し
、
同
種
の
物
品
を
別
名
で
呼
ぶ

　
理
由
や
微
妙
な
意
味
内
容
の
差
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
な
お
、
商

　
布
を
「
調
庸
以
外
の
形
で
中
央
政
府
に
流
入
す
る
布
全
般
を
指
す
概
念
」
と
考
え

　
た
が
、
そ
の
直
接
の
根
拠
は
前
述
の
「
造
法
華
寺
金
堂
所
解
」
が
繊
維
製
品
を
調

　
・
庸
・
商
（
租
交
易
等
を
含
む
）
の
三
つ
に
区
分
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
か
か

　
る
区
分
は
八
世
紀
の
中
央
作
成
文
書
全
体
に
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
り
、
単
に
「
布
」

　
と
記
す
場
合
も
前
後
の
記
載
か
ら
導
車
・
商
布
と
判
明
す
る
も
の
以
外
の
全
て
が

　
調
布
・
調
庸
合
成
布
と
見
て
さ
し
つ
か
え
な
く
、
上
述
の
推
定
を
妨
げ
な
い
。

⑫
栄
原
永
遠
男
「
律
令
制
下
に
お
け
る
流
通
経
済
の
歴
史
的
特
質
」
（
『
日
本
史
研

　
究
』
＝
一
＝
、
一
九
七
三
年
）
。
な
お
、
交
易
雑
物
制
の
拡
大
に
伴
い
、
商
布
は

　
「
交
易
商
量
」
「
二
黒
布
」
の
二
老
（
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
二
年
十
二
月
廿

　
五
日
条
）
に
分
化
し
た
の
で
は
な
い
か
。
八
世
紀
の
史
料
に
か
か
る
区
別
が
見
ら

　
れ
な
い
こ
と
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。

⑬
栄
原
永
遠
男
「
律
令
制
下
に
お
け
る
流
通
経
済
の
歴
史
的
特
質
」
（
前
掲
）
。

⑭
栄
原
永
遠
男
「
日
本
古
代
の
遠
距
離
交
易
に
つ
い
て
」
（
『
古
代
国
家
の
形
成
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
段
力
）

　
展
開
』
、
一
九
七
六
年
）
。
な
お
、
大
宰
府
史
跡
で
「
商
布
廿
□
　
十
四
□
」
と
記
し

　
た
木
簡
が
出
土
し
て
い
る
（
『
大
宰
府
史
跡
出
土
木
簡
罪
報
』
e
、
｝
九
七
六
年
）
。

⑮
例
え
ば
『
延
喜
式
』
主
計
上
に
「
凡
諸
国
輸
庸
。
…
…
一
丁
布
一
丈
四
尺

壽
鰍
験
」
と
す
る
。

⑯
　
喜
田
新
六
「
調
の
絹
圏
発
に
つ
い
て
」
（
③
）
、
明
石
一
紀
「
房
戸
制
の
成
立
と

　
課
役
制
」
（
①
②
）
、
服
藤
早
苗
「
古
代
の
女
性
労
働
」
　
（
①
②
）
　
（
い
ず
れ
も
前

　
掲
論
文
）
、
寺
崎
保
広
「
八
世
紀
前
半
の
調
庸
主
改
正
と
復
除
」
　
（
『
続
日
本
紀
研

　
究
』
二
〇
二
、
一
九
七
九
年
、
③
）
。
　
（
）
内
の
数
字
は
対
象
史
料
。

⑰
　
史
料
③
を
「
小
家
族
の
自
立
性
の
高
ま
り
」
を
反
映
し
た
政
策
と
み
る
説
が
長

　
山
泰
孝
「
八
世
紀
に
お
け
る
調
庸
制
の
変
遷
」
（
前
掲
）
で
あ
り
、
石
上
英
一
「
日

　
本
古
代
に
お
け
る
調
融
雪
の
特
質
」
　
（
前
掲
）
が
「
農
工
未
分
離
な
戸
の
小
生
産

　
を
自
立
化
さ
せ
よ
う
と
い
う
政
策
理
念
」
を
読
み
と
っ
た
の
も
こ
の
史
料
③
か
。

⑱
長
山
泰
孝
「
八
世
紀
に
お
け
る
調
庸
制
の
変
遷
」
（
前
掲
）
。
た
だ
し
、
後
述
の

如
く
、
具
体
的
な
意
義
づ
け
は
本
稿
と
異
な
る
。

⑲
栄
原
永
遠
男
「
律
令
国
家
と
銭
貨
」
（
『
臼
本
史
研
究
』
一
二
三
、
一
九
七
二

　
年
）
。
ま
た
、
同
氏
は
律
令
中
央
財
政
の
「
潤
滑
油
」
と
し
て
の
役
割
も
銭
貨
に

　
認
め
る
　
（
「
律
令
中
央
財
政
と
銭
貨
に
関
す
る
試
論
」
　
〈
『
「
社
会
科
」
学
研
究
』

　
二
、
一
九
八
一
年
〉
）
。

⑳
　
　
『
続
炉
塞
紀
』
和
鋼
元
年
五
摺
壬
寅
条
、
八
月
己
巳
条
。

⑳
　
『
続
日
本
紀
』
和
鋼
二
年
三
月
甲
聖
心
。

⑳
　
　
『
続
日
本
紀
』
和
銅
二
年
八
月
乙
酉
条
、
同
一
二
年
九
月
乙
詞
藻
。
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⑳
　
栄
原
永
遠
男
「
湘
同
開
弥
の
誕
生
」
（
蝿
歴
史
学
研
究
』
四
一
六
、
一
九
七
五
年
）
。

⑳
⑮
す
べ
て
『
続
日
本
紀
』
に
よ
る
。

⑳
　
　
『
仙
机
日
｛
A
・
紀
』
靖
嚢
車
価
山
ハ
年
九
月
庚
寅
条
。

⑳
　
史
料
④
～
⑦
に
つ
い
て
の
検
討
は
栄
原
永
遠
男
「
和
同
開
称
の
誕
生
」
（
前
掲
）

　
が
詳
細
に
行
な
っ
て
い
る
。

⑱
村
尾
次
郎
『
律
令
財
政
史
の
研
究
』
（
一
九
六
一
年
）
第
四
章
第
二
聖
画
二
項
、

　
栄
原
永
遠
男
「
和
同
開
脚
の
誕
生
」
　
（
前
掲
）
。

⑳
　
本
章
註
⑧
参
照
。

⑳
　
角
山
幸
洋
「
写
経
妻
帯
従
事
者
の
衣
料
に
つ
い
て
」
　
（
前
掲
）
。

⑳
　
こ
う
し
て
創
出
さ
れ
た
調
庸
合
成
布
た
る
端
布
は
中
央
で
は
「
調
布
」
と
し
て

　
扱
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
は
、
調
庸
合
成
布
と
し
て
銭
無
さ
れ
た
端

　
布
が
か
な
り
の
数
量
に
上
る
と
考
え
ら
れ
る
に
も
拘
ら
ず
、
中
央
作
成
の
文
書
に

　
は
「
調
〆
高
」
な
る
語
が
全
く
現
わ
れ
ず
、
す
べ
て
「
調
布
」
と
記
さ
れ
る
か
ら

　
で
あ
る
。
正
倉
院
に
伝
世
し
た
布
の
銘
文
に
単
に
「
調
布
」
と
記
し
て
も
そ
れ
が

　
調
庸
合
成
布
で
な
い
確
証
も
な
い
。
な
お
、
布
目
順
郎
「
正
倉
院
の
繊
維
類
に
つ

　
い
て
」
（
『
書
陵
部
紀
要
』
一
一
六
、
一
九
七
四
年
）
の
挿
図
1
1
を
見
れ
ば
、
「
調
布
」

　
と
「
調
庸
布
」
に
は
贔
質
の
差
が
な
い
が
、
「
庸
布
」
は
一
段
階
低
い
品
質
で
あ

　
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。

⑫
購
実
、
八
世
紀
の
史
料
で
は
調
布
・
調
布
に
比
し
て
庸
布
の
量
が
格
段
に
少
な

　
い
の
が
目
に
つ
く
。
例
え
ば
「
大
安
寺
伽
藍
縁
起
井
流
記
資
財
帳
」
（
本
章
註
⑪
）

　
で
は
「
年
歯
」
　
（
調
布
・
調
庸
合
成
布
の
称
か
）
三
六
四
九
端
・
「
交
易
布
」
二

　
〇
一
五
八
段
に
対
し
て
庸
布
は
四
五
二
段
に
過
ぎ
ず
（
端
・
段
以
下
は
略
）
、
ま

　
た
「
造
法
華
寺
金
堂
所
解
」
（
同
）
で
は
調
布
二
三
二
端
・
「
租
交
易
布
」
四
三
二

　
段
に
対
し
て
庸
布
は
九
六
段
で
あ
る
。
八
世
紀
史
料
全
体
の
有
効
な
統
計
は
出
し

　
得
て
い
な
い
が
、
端
布
と
三
段
布
の
の
べ
出
現
回
数
か
ら
も
こ
の
推
定
は
一
定
の

　
有
効
性
を
も
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⑭
沢
里
三
『
餐
朝
時
代
書
の
数
的
研
究
』
、
関
根
真
隆
秦
良
時
代
の
布

　
の
一
考
察
」
、
角
山
幸
洋
「
写
経
慕
業
従
事
者
の
衣
料
に
つ
い
て
」
（
い
ず
れ
も

　
前
掲
）
、
山
田
英
雄
「
写
経
所
の
布
施
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
歴
史
』
二
〇
八
、
一

　
九
六
五
年
）
、
な
ど
。

⑭
　
写
経
所
の
布
施
基
叢
に
は
写
紙
面
〇
張
に
つ
き
布
一
端
を
与
え
る
と
い
う
も
の

　
が
多
い
が
、
こ
の
基
準
で
は
一
端
を
四
丈
と
す
れ
ば
一
張
に
つ
き
布
一
尺
と
な
り
、

　
計
算
が
簡
単
に
な
る
。
こ
れ
が
布
施
額
を
記
し
た
文
書
・
記
録
に
四
丈
端
布
が
多

　
出
す
る
（
数
十
例
に
の
ぼ
る
）
理
由
で
あ
ろ
う
。
　
こ
の
四
丈
騒
一
端
が
計
算
上

　
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
如
実
に
示
す
の
は
、
同
一
文
書
中
で
四
丈
H
一
端
と
四
丈

　
二
尺
薩
一
端
を
混
用
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
大
別
し

　
て
、
ω
個
人
の
布
施
額
を
四
丈
1
1
一
端
で
計
算
し
、
合
計
量
計
算
に
は
四
丈
二
尺

　
闘
一
端
を
用
い
る
（
大
多
数
。
『
大
日
本
古
文
書
』
三
巻
六
三
二
頁
「
慰
書
所
解
」

　
な
ど
）
、
②
布
施
の
基
準
に
よ
っ
て
布
一
端
の
長
さ
を
変
え
て
計
算
す
る
　
（
同
二

　
巻
二
九
二
頁
の
阿
刀
当
人
の
布
施
の
計
算
な
ど
）
、
の
二
種
が
あ
る
。
な
お
、
既

　
に
沢
田
吾
一
氏
は
山
繭
当
布
に
つ
い
て
「
葉
数
の
計
算
上
に
嘗
て
便
宜
の
為
め
四

　
丈
二
尺
を
四
丈
と
見
離
し
た
る
も
の
の
如
し
」
　
（
前
掲
書
）
と
見
て
い
た
。

⑯
　
天
平
九
年
但
馬
国
正
税
帳
（
『
大
日
本
古
文
書
』
二
巻
五
五
頁
、
当
該
部
分
は

五
九
頁
）
に
「
布
雛
端
番
」
と
い
う
実
例
が
存
在
す
る
。
ま
た
、
初
期
の
写
経

　
所
布
施
に
関
す
る
文
書
で
は
合
計
部
で
さ
え
四
丈
陸
一
端
を
用
い
る
も
の
が
存
在

　
す
る
（
同
二
巻
一
五
九
頁
「
写
経
謹
啓
」
他
）
な
ど
、
布
施
計
算
の
際
の
四
品
陛

　
一
端
が
何
の
背
景
も
な
く
行
な
わ
れ
た
と
は
断
定
し
難
く
思
わ
れ
る
。

⑳
　
　
「
改
新
詔
」
の
四
丈
量
布
の
面
積
は
一
〇
〇
平
方
尺
、
養
老
元
年
絡
の
四
丈
二

　
尺
銀
鍔
の
面
積
は
一
〇
〇
・
八
平
方
尺
で
ほ
ぼ
等
し
い
。
織
物
の
面
積
を
ほ
ぼ
一

　
定
に
し
た
ま
ま
で
長
さ
・
帳
を
変
更
す
る
方
法
は
『
前
日
本
紀
』
養
老
三
年
五
月

　
辛
軌
条
に
も
見
ら
れ
る
。

⑰
　
　
『
延
喜
式
』
巻
二
九
判
事
式
に
「
凡
平
二
墨
黒
一
葦
。
長
五
丈
二
尺
。
広
二
四
四

　
寸
為
レ
端
。
」
と
い
う
灸
文
が
見
え
る
が
、
こ
れ
は
一
端
が
四
辻
二
尺
と
な
っ
た
後

　
に
臓
物
計
算
時
の
特
例
と
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
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⑯
　
　
『
延
喜
式
晒
巻
物
臨
時
祭
式
に
「
常
布
」
が
二
例
見
え
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
で
あ
る
（
『
平
安
遺
文
』
ほ
か
）
。
こ
れ
ら
の
規
婚
の
意
味
に
つ
い
て
は
今
後
の

　
⑲
　
平
安
中
後
期
に
は
絹
・
布
の
規
格
が
四
丈
・
六
丈
・
入
丈
に
収
ま
っ
て
ゆ
く
よ
　
　
　
　
　
課
題
と
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
璽
　
常
布
の
創
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヨ
　
　
へ
　
　
ぬ

　
本
章
で
は
、
七
世
紀
に
お
け
る
常
業
の
創
出
過
程
を
考
察
す
る
。
そ
の
目
的
は
、
I
H
章
で
論
じ
た
常
布
の
性
格
・
機
能
の
起
源
を
探
る
と

と
も
に
、
調
庸
制
成
立
史
の
研
究
に
新
た
な
視
角
を
与
え
る
こ
と
に
あ
る
。
尤
も
、
史
料
的
制
約
の
た
め
、
以
下
の
行
論
も
一
つ
の
見
通
し
の

域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。

①
　
　
「
大
化
改
新
詔
」
第
四
条
の
布

　
考
察
は
専
ら
史
料
的
理
由
か
ら
『
日
本
書
紀
』
大
化
二
年
正
月
甲
子
条
の
「
改
新
之
詔
」
（
以
下
「
改
新
詔
」
と
略
記
す
る
）
を
起
点
に
せ
ざ
る

を
得
な
い
。
周
知
の
如
く
こ
の
「
改
新
詔
」
は
、
明
治
以
来
、
律
令
制
の
出
発
点
と
評
価
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
戦
後
の
史
料
批
判
の
進
展

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

は
そ
の
信
愚
性
に
疑
問
を
生
ぜ
し
め
、
令
文
に
よ
る
潤
色
論
、
更
に
は
改
新
否
定
論
が
提
出
さ
れ
る
に
至
る
。
そ
の
後
、
改
新
否
定
論
は
孝
徳

　
　
　
　
　
　
②

期
の
意
義
の
評
価
と
と
も
に
微
妙
な
変
化
を
見
せ
る
が
、
　
「
原
詔
」
の
有
無
に
関
す
る
見
解
の
対
立
は
基
本
的
に
変
化
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ

る
。　

「
改
新
詔
」
の
う
ち
で
も
本
節
で
論
じ
る
第
四
条
は
改
新
肯
定
論
（
潤
色
論
）
の
一
拠
点
で
あ
る
。
構
成
が
二
ニ
ニ
条
と
異
な
り
、
令
に
よ
る

造
作
を
受
け
な
い
独
自
の
内
容
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
税
制
史
的
観
点
か
ら
の
み
な
ら
ず
、
「
改
新
詔
」
全
体
の
評
価
と
関
連
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

せ
た
多
数
の
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
。
本
稿
で
は
こ
の
第
四
条
を
孝
徳
朝
の
何
ら
か
の
原
史
料
（
六
四
六
年
正
月
甲
子
日
に
出
さ
れ
た
詔
と
は
限

ら
な
い
）
に
基
づ
く
も
の
と
考
え
、
布
の
規
格
と
い
う
視
角
か
ら
接
近
し
た
い
。
ま
ず
史
料
を
掲
げ
る
。
（
全
体
を
囚
～
㈹
の
各
段
に
区
切
っ
た
。
）

　
⑧
其
四
日
。

　
　
　
㈲
　
罷
昌
旧
賦
役
鴨
而
行
昌
田
之
調
刈
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㈲
　
凡
絹
緬
糸
遊
。
並
随
晶
郷
土
所
出
刈
田
一
町
絹
一
己
。
四
色
鯉
レ
匹
。
長
腰
丈
。
広
二
尺
半
。
緬
二
丈
。
二
町
成
レ
匹
。
長
広
同
レ
絹
。
布
袖
丈
。
長

　
広
同
晶
絹
絶
殉
一
町
成
レ
端
。
謙
鰍
硝
晒
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

⑥
　
別
収
三
戸
別
之
調
鱒
一
芦
皆
布
一
丈
二
尺
。

⑨
　
凡
調
副
物
塩
蟄
。
亦
随
昌
郷
土
所
出
鴨

⑧
　
凡
官
馬
者
。
中
馬
毎
一
一
一
百
戸
一
着
二
匹
刈
若
鶴
馬
毎
二
一
百
戸
一
輸
晶
一
墨
刑
重
湯
レ
馬
直
者
。
二
戸
布
一
型
二
尺
。

αり

@
凡
兵
者
。
人
身
輸
晶
刀
甲
弓
矢
幡
鼓
一
。

③
　
凡
仕
丁
老
。
改
下
津
毎
昌
早
戸
一
一
人
却
摺
評
財
而
毎
昌
五
十
戸
二
人
。
想
ド
黙
以
充
昌
諸
司
司
以
下
五
十
戸
囎
充
品
仕
丁
一
人
之
根
岨
二
戸
庸
布
一
丈

　
二
尺
。
庸
米
五
斗
。

㈱
　
凡
采
女
者
。
貢
昌
郡
露
霜
以
上
姉
妹
及
子
女
形
容
端
正
者
一
宝
灯
ン
愁
以
昌
一
百
戸
4
充
昌
采
女
一
人
釈
幻
庸
布
野
米
。
皆
准
昌
仕
丁
叩
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考
察
に
は
い
る
が
、
こ
の
史
料
に
は
四
聖
と
一
男
二
尺
の
二
種
の
長
さ
の
布
が
出
現
す
る
の
で
、
ま
ず
そ
れ
ぞ
れ
の
布
の
性
格
を
把
握
す
る

こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
（
以
下
、
仮
に
「
四
丈
布
」
「
布
一
丈
二
尺
」
と
略
記
す
る
。
）

　
四
丈
布
に
つ
い
て
。
㈲
の
「
田
之
調
」
の
賦
課
品
目
の
一
で
、
長
さ
四
丈
・
幅
二
尺
五
寸
、
単
位
は
「
端
」
で
あ
る
。
こ
の
規
格
は
㈲
の
絹

・
絶
と
も
一
致
す
る
が
、
絹
・
絶
の
単
位
は
「
匹
」
で
あ
る
。
即
ち
、
規
格
面
で
一
致
す
る
も
の
の
単
位
名
が
異
な
る
訳
で
あ
り
、
1
章
②
節

で
指
摘
し
た
日
本
律
令
の
（
形
式
的
）
布
端
絹
匹
制
と
同
じ
関
係
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
こ
の
四
丈
と
い
う
長
さ
は
中
国
の
匹
と
同
一

長
で
あ
る
点
も
注
目
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
布
に
も
匹
（
四
丈
）
を
用
い
る
南
北
朝
以
前
の
税
財
政
上
の
あ
り
方
と
、
布
端
絹
匹
制
と
い
う
階
唐

の
そ
れ
と
が
結
合
さ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
四
丈
の
絹
・
布
を
巡
る
段
階
的
な
中
国
法
の
継
受
を
推
測
さ
せ
る
で
あ
ろ

う
。
ま
た
、
四
丈
六
の
使
途
で
あ
る
が
、
孝
徳
～
天
智
朝
の
端
布
の
用
例
（
第
二
表
）
か
ら
、
官
人
の
禄
に
充
当
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

「
改
新
詔
」
第
一
条
の
「
傍
賜
二
食
封
大
夫
以
上
一
旦
有
レ
差
。
降
以
二
布
酪
一
顧
開
開
官
人
百
姓
一
有
レ
差
。
」
の
「
布
野
」
は
、
「
田
下
調
」
と
し
て
収

取
さ
れ
た
獄
窓
の
食
滞
布
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
　
『
改
新
詔
」
の
四
雪
布
は
令
制
の
気
丈
二
尺
布
に
類
似
（
先
行
）
す
る
性
格
を
持
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っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
単
位
名
「
端
」
の
一
致
は
そ
れ
を
傍
証
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
次
に
布
一
丈
二
尺
に
つ
い
て
。
⑥
㈹
⑨
㈲
に
規
定
さ
れ
（
㈹
も
布
一
二
二
尺
を
収
取
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
）
、
　
一
戸
当
た
り
一
丈
二
尺
の
賦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

課
と
さ
れ
る
が
、
合
成
法
・
布
一
単
位
の
規
格
に
は
言
及
し
な
い
。
こ
の
布
は
従
来
漠
然
と
常
布
だ
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
合
成
法
・
規
格

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

が
不
明
で
あ
り
、
一
直
二
尺
と
一
丈
三
尺
の
相
違
も
度
量
衡
の
変
更
に
よ
る
外
見
上
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
断
定
は
不
可
能
で
あ
る
。

む
し
ろ
、
　
『
日
本
書
紀
』
大
化
二
年
三
月
甲
申
条
に

　
⑨
…
…
復
有
昌
百
姓
刈
臨
二
向
レ
京
日
舶
国
恥
所
レ
乗
馬
疲
痩
不
や
行
。
以
昌
布
二
丁
麻
二
束
刈
送
二
参
河
尾
張
両
国
之
人
出
雇
令
鳳
野
飼
鱒
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

と
見
え
る
「
布
二
尋
」
こ
そ
「
布
一
日
二
尺
」
の
実
体
で
あ
ろ
う
。
そ
の
理
由
は
、
七
世
紀
に
は
単
位
「
尋
」
の
単
位
尺
は
高
麗
尺
で
あ
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

ら
、
　
「
ヒ
ロ
」
の
語
義
に
適
当
な
長
さ
（
平
均
身
長
よ
り
若
干
長
め
）
を
と
れ
ぼ
一
言
一
－
五
高
麗
尺
（
一
七
五
～
八
㎝
強
）
と
な
り
、
従
っ
て

二
尋
一
一
〇
高
麗
尺
一
一
二
唐
大
尺
1
ー
コ
丈
二
尺
」
と
な
る
、
以
上
で
あ
る
。
た
だ
、
　
「
布
＝
入
二
尺
」
が
一
尋
布
二
単
位
で
あ
っ
た
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

（
八
世
紀
史
料
に
一
尋
単
位
の
流
通
の
痕
跡
が
あ
る
）
、
二
物
布
一
単
位
で
あ
っ
た
か
は
断
定
で
き
な
い
。
と
も
あ
れ
、
　
「
布
一
丈
二
尺
」
は

「
布
二
尋
」
で
「
常
」
布
で
は
な
い
（
単
位
名
「
常
」
の
不
在
）
と
い
う
推
定
は
か
な
り
の
有
効
性
を
も
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
で
は
、
布
一

意
二
尺
の
性
格
は
如
何
。
③
コ
戸
別
之
調
」
は
さ
て
お
き
、
㈹
㈲
㈲
⑨
で
は
い
ず
れ
も
現
物
貨
幣
的
（
他
物
品
と
の
交
換
を
前
提
に
し
て
い
る
、

と
い
う
意
味
に
お
い
て
）
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
瞭
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
布
一
宇
二
尺
は
「
常
」
布
で
は
な
い
が
、
系
譜
的
に
つ
な

が
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
リ

　
以
上
が
二
種
の
布
の
性
格
の
考
察
で
あ
る
。
　
「
改
新
詔
」
と
日
本
律
令
の
布
に
つ
い
て
、
類
似
点
と
し
て
ω
よ
り
物
品
的
な
長
い
布
と
よ
り

現
物
貨
幣
的
な
短
い
布
の
二
種
が
存
在
す
る
②
鼻
端
絹
匹
制
を
と
る
、
の
二
点
、
相
違
点
と
し
て
ω
規
格
が
異
な
る
②
単
位
「
常
」
が
存
在
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

な
い
、
の
二
点
が
指
摘
で
き
た
。
更
に
重
要
な
相
違
点
を
挙
げ
れ
ば
、
⑧
長
い
物
品
的
な
布
と
短
い
現
物
貨
幣
的
な
布
の
長
さ
が
倍
数
関
係
に

へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ

な
ら
な
い
、
と
い
う
点
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
常
－
端
に
よ
る
倍
数
的
価
値
表
示
体
系
の
未
成
立
と
い
う
点
で
、
　
「
改
新
詔
」
の
布
の
規
格
は
大

宝
律
令
の
そ
れ
と
（
源
流
た
る
性
格
は
存
在
す
る
が
）
大
き
な
段
階
差
が
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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な
お
、
両
種
の
布
の
性
格
の
違
い
は
、
そ
の
起
源
の
違
い
に
求
め
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
か
。
即
ち
、
四
丈
布
は
中
国
の
「
匹
」
布
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

布
一
丈
二
尺
は
恐
ら
く
慣
習
的
な
規
格
に
由
来
す
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
両
々
の
基
準
尺
が
、
前
者
は
唐
大
尺
、
後
者
は
高
麗
尺

（
或
い
は
高
麗
尺
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
た
身
体
尺
）
と
異
な
る
こ
と
も
起
源
の
違
い
か
ら
説
明
で
き
よ
う
。
尤
も
「
改
新
詔
」
で
は
と
も

に
唐
大
尺
に
よ
る
表
記
が
行
な
わ
れ
、
税
制
と
し
て
の
統
一
性
が
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。

　
最
後
に
、
布
の
性
格
と
い
う
点
か
ら
「
改
新
詔
」
の
二
つ
の
「
調
」
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
ま
ず
「
田
薬
事
」
で
あ
る
が
、
四
宝
布
は
令
制
の
端
布
の
源
流
と
見
ら
れ
、
か
つ
「
改
新
詔
」
第
一
条
と
密
接
に
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

か
ら
、
　
「
田
之
調
」
こ
そ
「
改
新
詔
」
に
お
け
る
中
心
的
な
「
調
」
と
考
え
て
良
か
ろ
う
。
そ
の
賦
課
基
準
は
田
の
面
積
で
あ
る
が
決
し
て
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

施
不
可
能
な
税
で
は
な
く
、
ま
た
、
　
「
実
際
は
戸
に
賦
課
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
設
定
さ
れ
た
」
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　
一
方
「
戸
別
之
調
」
に
つ
い
て
は
、
　
「
田
之
調
」
を
右
の
如
く
理
解
し
、
現
物
貨
幣
的
な
「
布
一
周
二
尺
」
が
収
取
さ
れ
た
こ
と
を
も
併
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

す
れ
ば
、
　
「
戸
別
之
調
」
一
付
加
税
と
想
定
す
る
の
が
最
も
妥
当
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
の
場
合
、
か
か
る
税
目
を
「
別
」
に
設
定
し
た
必
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

性
を
考
慮
す
れ
ば
、
⑪
～
㈲
の
諸
負
担
を
全
て
「
芦
別
多
調
」
の
内
容
と
見
る
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。
文
体
上
の
難
点
は
あ
る
が
、
一
つ
の
可

能
性
と
し
て
提
示
し
て
お
く
。
（
尤
も
、
コ
　
別
之
調
」
が
新
制
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
未
だ
断
案
が
な
い
。
）

　
こ
の
よ
う
に
、
布
の
性
格
か
ら
見
る
限
り
「
田
早
早
」
　
「
戸
別
之
調
」
は
同
時
に
行
な
わ
る
べ
き
二
種
の
性
格
の
異
な
る
賦
課
と
考
え
ら
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

賦
課
対
象
が
別
だ
と
す
る
説
に
は
従
え
な
い
。
ま
た
、
後
の
丁
調
へ
は
「
田
官
製
」
が
直
接
に
移
行
し
た
も
の
と
思
わ
れ
、
一
方
、
　
「
戸
別
之

調
」
は
庸
・
調
雑
物
・
蟄
等
の
税
目
の
前
提
と
な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
以
上
、
「
調
」
、
特
に
「
戸
別
之
調
」
に
つ
い
て
は
推
測
を
重
ね
す
ぎ
た
き
ら
い
が
あ
る
。
本
節
の
目
的
の
第
一
は
あ
く
ま
で
「
改
新
詔
」
の

布
の
性
格
を
考
察
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
得
ら
れ
た
結
果
を
も
と
に
、
節
を
改
め
て
大
宝
律
令
ま
で
の
歴
史
過
程
を
追
っ
て
み
た
い
。
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②
　
常
布
の
創
嵐
過
程

　
本
節
で
は
、
前
節
で
明
ら
か
に
し
た
「
改
新
詔
」
と
大
宝
律
令
と
の
段
階
差
が
如
何
に
克
服
さ
れ
て
い
っ
た
か
を
、
常
布
の
創
出
を
中
心
に

据
え
て
考
察
す
る
。
そ
の
場
合
、
七
世
紀
後
半
の
歴
史
過
程
を
具
体
的
に
跡
付
け
る
こ
と
は
史
料
的
調
帯
の
た
め
に
非
常
に
困
難
で
あ
り
、
特

に
単
位
名
と
実
習
を
併
記
し
た
史
料
が
な
い
こ
と
は
本
稿
の
如
き
視
角
に
と
っ
て
は
致
命
的
で
す
ら
あ
る
。
従
っ
て
、
本
節
は
前
節
以
上
に
推

測
を
重
ね
る
こ
と
と
な
ろ
う
か
ら
、
現
時
点
で
の
一
つ
の
試
論
と
し
て
の
み
提
示
す
る
次
第
で
あ
る
。

　
さ
て
、
　
「
改
新
詔
」
か
ら
大
宝
律
令
に
至
る
問
に
布
に
は
、
ω
下
血
布
↓
五
丈
二
経
始
、
②
布
一
疋
二
尺
↓
一
丈
三
二
布
、
③
尋
布
↓
常
布
、

の
三
種
の
変
化
が
起
き
た
。
ま
ず
、
布
の
伸
長
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　
ω
②
の
前
後
関
係
に
は
論
理
的
に
は
次
の
三
つ
の
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。

㈲

1．24

一（同時）一

↓↓

1．35．2

（Ui）

1．24

↓
1．34

↓
1．35．2

（う）

1．24

1．2

一
認

↓
1．35．2

常布と調庸制（吉川）

㈲
～
㈲
で
は
、
㈲
の
可
能
性
が
最
も
高
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
理
由
は
、
五
清
二
尺
布
が
大
宝
律
令
で
初
め
て
創
出
さ
れ
、
そ
の
基
礎
が
一
働

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

三
尺
布
だ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
ら
㈲
で
あ
る
可
能
性
が
低
い
こ
と
、
㈲
で
は
専
一
丈
二
尺
↓
一
丈
三
尺
布
の
伸
長
の
必
然
性
が
乏
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
カ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
ヘ
　
　
へ

い
こ
と
、
の
二
点
で
あ
る
。
後
者
を
補
足
す
れ
ぱ
、
㈲
で
は
、
四
号
布
の
三
分
の
一
の
長
さ
と
し
て
の
一
丈
三
尺
布
の
創
出
と
い
う
こ
と
が
伸

長
の
必
然
性
と
し
て
想
定
し
得
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
㊨
を
最
も
可
能
性
の
高
い
も
の
と
考
え
、
四
忽
布
と
一
下
三
尺
布
が
倍
数
関
係
を
保

ち
つ
つ
併
存
し
た
時
期
が
あ
っ
た
と
見
倣
し
て
お
き
た
い
。

　
次
に
尋
布
↓
常
布
の
変
化
に
つ
い
て
。
一
瓢
二
尺
↓
一
膳
三
尺
の
伸
長
と
の
前
後
関
係
に
は
論
理
的
に
次
の
三
つ
の
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。

27　（513）



2尋L2

一（同時）一

↓↓

1常1．3

④

2尋1．2

↓

2尋1．3

↓
1常1．3

㈲

2尋・1．2

↓
1常1．2

↓
1常1．3

⑦
～
㈲
で
は
、
ω
の
可
能
性
が
最
も
高
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
理
由
は
「
常
」
採
用
の
必
然
性
で
あ
る
。
　
「
常
」
の
原
義
は
「
四
這
」
で
あ
る

か
ら
、
ω
～
㈲
の
い
ず
れ
も
が
成
立
し
う
る
の
だ
が
、
一
方
、
　
「
常
」
の
和
訓
が
「
キ
ダ
」
で
あ
る
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
キ
ダ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

は
分
割
さ
れ
た
も
の
を
数
え
る
単
位
で
あ
る
か
ら
、
日
本
で
は
「
ヒ
ロ
」
の
上
級
単
位
と
い
う
よ
り
「
ム
ラ
（
端
）
」
の
下
級
単
位
と
し
て
の

意
味
が
強
い
。
従
っ
て
、
四
丈
－
一
算
三
尺
の
倍
数
関
係
が
設
定
さ
れ
た
の
と
同
時
に
下
級
単
位
「
キ
ダ
」
が
出
現
し
、
そ
の
際
、
前
提
と
し

て
の
コ
一
型
」
を
表
わ
す
中
国
の
単
位
「
常
」
が
も
ち
出
さ
れ
た
、
と
考
え
る
の
が
最
も
自
然
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
と
り
あ
え
ず
ω
を
最
も

自
然
で
可
能
性
の
高
い
過
程
と
理
解
し
て
お
く
。

　
以
上
の
推
測
を
ま
と
め
て
、
　
「
改
新
詔
」
か
ら
大
宝
律
令
に
至
る
最
も
可
能
性
の
高
い
と
思
わ
れ
る
過
程
（
㊥
＋
ω
）
を
略
述
す
る
と
次
の

如
く
で
あ
る
。

　
「
改
新
詔
」
で
は
論
罪
布
（
単
位
「
端
」
）
と
布
一
重
二
尺
（
単
位
「
尋
」
）
が
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
両
者
は
倍
数
関
係
を
持
た
な
い
別
性

　
格
の
布
で
あ
っ
た
。
七
世
紀
後
半
の
あ
る
時
点
で
四
面
端
布
と
倍
数
関
係
を
有
す
る
一
撃
三
尺
常
布
が
創
出
さ
れ
る
。
や
が
て
大
宝
律
令
で

　
は
、
京
畿
内
特
例
措
置
の
施
行
に
伴
い
一
言
三
尺
常
布
の
四
倍
長
の
五
丈
二
尺
端
布
が
創
出
さ
れ
た
。

　
さ
て
、
以
上
の
推
測
を
最
も
可
能
性
の
高
い
過
程
と
仮
定
し
た
場
合
、
一
群
三
尺
布
1
1
常
器
の
創
出
時
期
は
何
時
と
考
え
ら
れ
る
か
。
単
位

名
「
常
」
の
史
料
上
の
初
見
は
次
に
掲
げ
る
『
日
本
書
紀
』
天
武
五
年
八
月
辛
亥
条
で
あ
る
。

　
⑩
　
詔
日
。
四
方
為
昌
大
解
除
四
座
物
体
国
別
国
造
輪
回
稼
柱
相
馬
一
匹
。
布
一
説
。
以
外
郡
司
各
刀
一
口
。
鹿
皮
一
張
。
鑓
一
口
。
刀
子
｝
口
。
鎌
一
口
。
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帆布と調庸鯛（吉川）

矢
一
具
。
稲
一
束
。
且
毎
レ
戸
麻
一
条
。

従
っ
て
、
常
布
の
創
出
は
少
な
く
と
も
天
武
初
年
ま
で
遡
及
し
得
る
こ
と
に
な
り
、
一
端
一
三
常
制
の
成
立
を
天
武
初
年
か
そ
れ
以
前
に
求
め

る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
天
武
初
年
に
お
け
る
調
制
の
整
備
で
あ
る
。
こ
れ
は
同
時
期
の
部
曲
の
廃
止
、
禄
綱
・
食
封
制
の
整
備
に
関
連

す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
か
か
る
状
況
に
加
え
て
天
智
九
年
の
庚
堅
甲
籍
の
全
国
的
作
成
と
い
う
条
件
を
踏
ま
え
れ
ば
、
一
端
一
三
常
制
は

天
武
初
年
に
創
始
さ
れ
、
そ
れ
は
具
体
的
に
は
「
田
之
調
」
か
ら
慰
労
へ
の
移
行
を
示
す
も
の
で
は
な
い
か
（
新
賦
課
基
準
に
即
し
た
下
級
単

位
の
設
定
P
）
、
と
臆
測
さ
れ
る
。
他
方
、
一
端
一
三
常
制
は
端
布
が
現
物
貨
幣
的
な
布
の
基
礎
を
獲
得
す
る
第
一
段
階
で
も
あ
っ
た
。

　
以
上
、
推
論
に
推
論
を
重
ね
て
き
た
が
、
一
つ
の
見
通
し
と
し
て
、
天
武
初
年
に
お
け
る
一
端
碧
三
番
制
の
創
設
（
1
1
一
丈
三
尺
常
布
の
創

出
）
の
可
能
性
を
提
示
し
、
そ
の
背
景
に
「
田
之
調
」
か
ら
丁
調
へ
の
移
行
を
想
定
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
後
、
浄
御
原
令
で
は
歳
役
の
庸
が

　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

成
立
し
、
ま
た
血
綿
の
絢
屯
合
成
が
開
始
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
調
庸
制
は
完
成
に
近
づ
く
。
そ
し
て
、
大
宝
律
令
で
は
（
恐
ら
く
京
畿
内
特

例
措
置
に
よ
っ
て
）
一
端
1
1
四
常
制
へ
の
変
更
が
行
な
わ
れ
た
。
こ
う
し
て
工
章
で
考
察
し
た
よ
う
な
巴
布
を
基
礎
に
お
く
日
本
律
令
の
整
然

た
る
価
値
表
示
体
系
が
完
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

①
　
研
究
史
の
詳
細
は
、
野
村
忠
夫
『
研
究
史
大
化
改
新
・
増
補
版
』
　
（
一
九
七
八

　
年
）
に
拠
ら
れ
た
い
。

②
　
鎌
田
元
一
「
評
の
成
立
と
国
造
」
（
『
日
本
史
研
究
』
一
七
六
、
一
九
七
七
年
）
、

　
な
ど
。

③
　
主
要
な
研
究
は
梅
村
喬
「
律
令
財
政
と
天
皇
祭
薦
」
　
（
『
日
本
史
研
究
』
二
三

　
五
、
一
九
八
二
年
目
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
で
は
長
山
泰
孝
「
律
令
調

　
制
の
成
立
」
　
（
『
律
令
負
担
体
系
の
研
究
陳
、
一
九
七
六
年
）
が
重
要
で
、
諸
研
究

　
の
諭
点
も
整
理
さ
れ
て
い
る
。

④
　
　
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
・
日
本
書
紀
』
の
本
文
は
「
貨
」
と
す
る
が
、
底
本
に

　
従
っ
て
「
皆
」
と
す
べ
き
で
あ
る
。
関
晃
「
改
新
の
詔
の
研
究
」
（
『
東
北
大
学
文

　
学
部
研
究
年
報
』
｝
五
・
一
六
、
一
九
六
五
・
六
六
年
）
参
照
。

⑤
関
晃
「
改
新
の
詔
の
研
究
」
（
前
掲
）
。

⑥
　
村
尾
次
郎
『
律
令
財
政
史
の
研
究
』
第
二
章
第
二
節
第
三
項
。
以
後
の
通
説
の

　
よ
う
で
あ
る
。

⑦
　
令
制
で
は
度
地
尺
と
し
て
高
麗
尺
（
令
大
尺
）
、
常
用
尺
と
し
て
唐
大
尺
（
令

　
小
門
）
の
使
用
が
規
定
さ
れ
、
両
者
の
長
さ
の
比
は
一
・
二
対
～
で
あ
っ
た
（
和

　
銅
六
年
に
唐
大
尺
に
統
一
さ
れ
る
）
。
七
世
紀
中
葉
に
は
、
常
用
尺
と
し
て
令
制

　
と
同
じ
唐
大
尺
を
使
用
し
始
め
、
　
『
日
本
書
紀
』
大
化
二
年
二
月
甲
申
条
の
所
謂
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大
化
薄
葬
令
の
「
尺
」
は
こ
の
唐
大
尺
と
考
え
ら
れ
る
（
林
紀
昭
「
七
世
紀
中
葉

　
使
用
の
尺
度
に
つ
い
て
」
　
〈
『
日
本
史
研
究
』
…
二
六
、
　
一
九
七
二
年
〉
）
か
ら
、

　
コ
改
新
詔
」
の
「
丈
」
「
尺
」
「
寸
」
も
同
様
に
唐
大
尺
に
よ
る
希
簿
記
と
考
え
て

　
よ
か
ろ
う
。
　
こ
の
推
測
は
絹
・
絶
・
布
の
織
…
長
（
四
面
）
の
遺
存
（
前
述
）
、
織
…

　
幡
が
高
麗
尺
表
記
と
す
れ
ば
過
大
に
な
る
こ
と
か
ら
も
傍
証
さ
れ
よ
う
。

⑧
　
林
紀
昭
「
大
化
薄
葬
令
の
再
検
討
」
（
『
論
集
終
末
期
古
墳
』
、
　
九
七
三
年
、

　
発
蓑
は
一
九
六
九
年
）
。

⑨
　
「
ヒ
ロ
」
の
語
義
は
「
両
手
を
ひ
ろ
げ
た
幅
」
　
（
小
泉
袈
裟
勝
『
も
の
と
人
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
の
文
化
史
2
2
も
の
ざ
し
』
〈
一
九
七
七
年
〉
）
で
あ
る
。
こ
の
長
さ
に
平
均
身
長
よ

　
ヨ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
マ

　
り
長
め
の
約
一
八
二
㎝
が
と
ら
れ
た
実
例
に
つ
い
て
は
、
戸
沼
山
霊
『
人
宿
尺
度

　
論
』
（
一
九
七
八
年
）
、
参
照
。

⑩
高
麗
尺
の
実
長
に
つ
い
て
は
、
岸
俊
男
「
古
代
地
割
制
の
基
本
的
視
点
」
（
『
古

　
代
の
日
本
』
九
、
一
九
七
～
年
）
参
照
。
ま
た
、
同
論
文
に
よ
れ
ば
浄
御
原
令

　
（
或
い
は
大
宝
令
）
以
前
は
一
歩
1
1
高
麗
尺
六
尺
で
あ
り
（
上
・
中
・
下
三
道
の

　
設
鍛
時
期
ま
で
遡
る
）
、
本
稿
で
推
定
し
た
一
撮
1
1
高
麗
尺
五
尺
と
重
複
し
な
い
。

　
な
お
、
新
羅
で
は
尋
と
歩
が
別
単
位
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
（
『
三
国
史
記
』

　
巻
六
文
二
王
五
年
条
）
。

⑪
「
大
安
寺
伽
藍
縁
起
井
流
記
資
財
帳
」
（
前
章
註
⑪
）
の
交
易
布
の
内
訳
に
尋

　
単
位
の
布
が
見
え
る
が
、
ハ
ギ
レ
の
布
（
「
端
x
条
」
と
記
す
も
の
）
の
条
数
と

　
の
関
連
か
ら
、
尋
単
位
の
布
は
一
尋
で
一
条
（
一
単
位
）
を
な
し
て
い
た
と
推
定

　
さ
れ
る
。
　
（
尤
も
こ
れ
は
二
尋
単
位
の
流
通
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
）

⑫
な
お
、
林
紀
昭
「
大
化
簿
葬
令
の
再
検
討
」
（
前
掲
）
は
度
地
単
位
・
布
鳥
単

　
位
と
し
て
の
尋
制
が
中
国
か
ら
朝
鮮
経
由
で
伝
え
ら
れ
た
と
推
定
す
る
が
、
慣
響

、
的
な
「
ヒ
ロ
」
制
の
存
在
を
想
定
し
て
も
良
か
ろ
う
。
な
お
、
正
倉
院
文
露
に
尋

　
単
位
の
布
・
綱
…
が
見
え
る
が
（
『
大
日
本
古
文
書
』
～
二
巻
二
四
＝
貝
）
、
海
深
測
定

　
の
単
位
に
尋
を
用
い
る
こ
と
（
言
託
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
）
と
関
係
す
る
か
。

　
ま
た
『
平
安
遺
文
』
の
十
一
世
紀
以
降
の
史
料
に
は
尋
単
位
の
布
・
絹
が
散
見
さ

　
れ
る
。

⑩
　
四
丈
の
絹
・
絶
も
令
制
の
五
目
一
尺
匹
単
位
の
絹
・
絶
の
源
流
と
考
え
ら
れ
る

　
（
伸
長
は
布
に
合
わ
せ
た
も
の
か
）
。
な
お
、
四
丈
の
絹
・
絶
に
つ
い
て
は
、
早

　
川
庄
八
「
律
令
「
租
税
」
制
に
関
す
る
二
、
三
の
問
題
」
（
『
古
代
の
日
本
』
九
、

　
｝
九
七
一
年
）
、
参
照
。

⑭
　
村
尾
次
郎
前
掲
沓
第
二
誘
導
二
節
第
三
項
、
要
望
「
改
新
の
詔
の
研
究
」
　
（
前

　
掲
）
、
長
山
泰
孝
「
律
令
調
捌
の
成
立
」
　
（
前
掲
）
。

⑮
吉
村
武
彦
「
大
化
改
新
詔
研
究
に
か
ん
す
る
覚
書
」
（
『
千
葉
史
学
』
創
刊
号
、

　
一
九
八
二
年
）
。

⑩
　
長
山
泰
孝
「
律
令
調
制
の
成
立
」
　
（
前
掲
）
。
な
お
、
『
日
本
試
製
』
大
化
二
年

　
八
月
癸
蔭
条
の
「
男
身
之
調
」
も
、
こ
の
観
点
か
ら
「
田
古
調
」
　
「
芦
別
論
調
」

　
の
両
者
を
含
む
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
（
こ
の
推
測
は
、
石
上
英
一

　
「
日
本
古
代
に
お
け
る
調
庸
制
の
特
質
」
　
〈
前
掲
〉
の
「
男
身
之
調
」
の
理
解
を

　
参
考
に
し
た
も
の
で
あ
る
）
。

⑰
註
⑭
に
同
じ
。
た
だ
し
性
格
の
理
解
は
異
な
る
。

⑱
最
も
問
題
と
な
る
の
は
⑧
㈲
の
「
庸
」
字
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
文
字
は
岸
俊
男

　
「
造
籍
と
大
化
改
新
詔
」
（
『
日
本
古
代
籍
帳
の
研
究
』
、
発
表
は
一
九
穴
四
年
）

　
に
よ
り
潤
色
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
同
論
文
を
石
上
英
一

　
「
日
木
古
代
に
お
け
る
調
革
制
の
特
質
」
（
前
掲
）
が
詳
細
に
批
判
し
て
い
る
が
、

　
こ
と
「
庸
」
字
の
潤
色
に
関
す
る
限
り
詳
説
は
な
お
有
効
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
理

　
由
は
、
①
石
上
氏
は
「
庸
」
の
和
訓
「
チ
カ
ラ
シ
ロ
」
を
「
チ
カ
ラ
の
た
め
に
用

　
い
る
も
の
と
い
う
意
味
」
に
解
す
る
が
、
こ
の
語
義
理
解
は
確
実
な
論
拠
に
基
く

　
と
は
言
い
難
い
。
　
「
シ
ロ
」
は
「
か
わ
り
と
な
る
も
の
、
代
用
。
」
　
（
『
肩
本
国
語

　
大
辞
典
』
）
と
い
う
一
般
的
な
意
味
に
解
す
る
こ
と
が
十
分
に
可
能
で
、
そ
う
す

　
れ
ば
「
チ
カ
ラ
シ
ロ
」
は
「
庸
」
の
語
義
に
適
す
る
ば
か
り
か
、
む
し
ろ
「
騰
」

　
字
理
解
に
基
く
和
訓
と
見
た
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
改
新
詔
に
見

　
え
る
資
養
物
の
庸
が
「
歳
役
の
庸
よ
り
後
転
的
・
派
生
的
な
も
の
」
と
す
る
岸
説
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に
有
利
で
あ
ろ
う
。
②
岸
説
は
「
庸
」
字
の
潤
色
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
っ
て
仕
丁
等
の
壷
井
制
の
有
無
を
論
じ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
例
え
ば

　
「
養
布
」
　
「
養
米
」
と
い
っ
た
制
度
の
存
在
は
想
定
し
得
る
、
以
上
で
あ
る
。
た

　
だ
、
③
斗
表
示
・
④
采
女
養
田
に
つ
い
て
の
石
上
氏
の
批
判
は
正
当
で
、
潤
色
に

　
用
い
ら
れ
た
令
文
を
大
宝
令
に
は
限
定
で
き
な
く
な
っ
た
。
　
（
以
上
の
①
②
③
④

　
は
石
上
氏
の
同
論
文
三
三
頁
の
記
号
①
②
③
④
に
紺
応
ず
る
も
の
で
あ
る
。
）
な

　
お
、
⑥
㈱
の
「
庸
」
が
潤
色
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
　
「
庸
」
を
含
む
広
義
の

　
「
調
］
を
想
定
す
れ
ば
一
応
問
題
は
解
決
す
る
。
性
格
は
不
明
確
で
は
あ
る
が

　
　
　
　
　
（
綿
力
）

　
「
大
マ
浴
庸
□
」
と
記
し
た
七
世
紀
中
葉
の
も
の
ら
し
い
木
簡
（
『
飛
鳥
京
跡
』

　
⇔
、
一
九
八
○
年
）
の
問
題
と
と
も
に
更
に
考
え
た
い
。

⑲
　
井
上
辰
雄
「
大
化
の
詔
の
「
調
」
に
つ
い
て
」
（
『
東
方
古
代
研
究
』
一
〇
、
一

　
九
六
〇
年
）
、
林
陸
朗
「
大
化
改
新
詔
の
「
田
之
調
」
と
コ
戸
下
之
調
」
」
　
（
『
国

　
学
院
雑
誌
』
七
【
－
　
　
、
一
九
七
〇
年
）
、
明
石
一
紀
「
霞
本
に
お
け
る
里
制

　
と
編
戸
綱
の
特
質
」
　
（
前
掲
）
、
な
ど
。

⑳
長
山
泰
孝
「
律
令
調
制
の
成
立
」
（
前
掲
）
。

⑳
　
京
畿
内
調
の
半
減
措
置
は
大
宝
令
で
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
　
（
1
章
②

　
節
）
、
　
工
章
ω
節
で
述
べ
た
如
く
五
丈
二
尺
桂
｝
端
は
こ
の
京
畿
内
調
優
遇
措
置

　
に
由
来
し
、
そ
の
基
礎
が
常
温
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

＠
　
　
「
倍
尋
三
二
之
常
ご
（
『
小
爾
雅
』
第
十
一
）
、
　
「
倍
三
田
レ
常
。
」
　
（
『
周
礼
』
考

　
工
記
傷
人
注
）
。
　
（
幽
典
は
『
大
漢
和
辞
典
』
の
指
摘
に
よ
り
、
四
部
叢
刊
本
で

　
確
認
し
た
。
）
後
者
を
『
令
書
』
が
「
常
」
の
説
畷
に
引
用
し
て
い
る
。

⑳
　
　
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
　
「
き
だ
」
⇔
の
用
例
。

⑳
　
『
日
本
書
紀
』
天
武
五
年
五
月
庚
傷
心
。

⑮
　
　
『
日
本
書
紀
』
天
武
四
年
二
月
己
丑
条
。

⑳
『
日
本
書
紀
』
天
武
五
年
四
月
辛
亥
条
に
封
戸
の
税
に
関
す
る
施
策
が
見
え
、

　
更
に
同
年
八
月
三
酉
条
・
九
月
戊
寅
条
の
（
恐
ら
く
節
日
等
に
無
関
係
な
）
食
封

　
・
禄
の
賜
与
を
行
徳
制
・
禄
制
の
整
備
と
関
連
づ
け
て
理
解
し
得
る
か
も
知
れ
な

　
い
。

⑳
　
長
山
泰
孝
「
歳
役
制
の
成
立
」
　
（
前
掲
）
。

⑱
　
第
二
表
か
ら
、
持
統
三
年
を
境
に
綿
の
単
位
が
斤
か
ら
屯
へ
、
糸
の
単
位
が
斤

　
か
ら
絢
へ
と
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。
な
お
、
浄
御
要
令
以
後
に
綿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
・
糸
を
斤
単
位
で
表
記
す
る
の
は
、
ω
未
だ
調
庸
物
と
し
て
収
取
さ
れ
て
い
な
い

　
場
合
、
②
大
宰
府
支
出
と
見
ら
れ
る
綿
の
場
合
、
の
二
種
に
大
別
さ
れ
る
よ
う
で

　
あ
る
。
な
お
、
②
に
つ
い
て
は
、
養
老
年
間
に
大
宰
府
で
も
「
屯
」
制
が
開
始
さ

　
れ
、
大
宰
府
貢
綿
制
と
関
連
す
る
か
も
知
れ
な
い
と
臆
測
さ
れ
る
こ
と
を
付
言
し

　
て
お
く
。

㊥
な
お
、
明
石
一
紀
「
日
本
に
お
け
る
里
制
と
編
戸
制
の
特
質
」
（
前
掲
）
は
浄

　
菰
原
令
段
階
で
の
一
端
h
三
常
制
を
想
定
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

常布と調庸制（吉jlD

結

言五
口q

本
稿
で
は
、
常
布
を
基
礎
と
す
る
日
本
律
令
の
倍
数
的
な
価
値
表
示
体
系
を
抽
出
し
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
七
世
紀
中
後
期
～
八
世
紀
前
期

の
調
庸
制
成
立
・
変
容
の
過
程
を
考
察
し
た
。
今
一
度
結
論
を
要
約
す
れ
ば
、

ω
　
日
本
律
令
の
価
値
表
示
体
系
は
唐
律
令
の
そ
れ
に
比
し
て
単
純
か
つ
倍
数
的
・
一
元
的
で
あ
る
。
そ
の
原
因
は
、
絹
生
産
・
流
通
の
後
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進
性
と
そ
れ
に
代
わ
る
匹
端
制
と
は
異
質
な
常
規
格
の
布
の
存
在
に
求
め
ら
れ
る
。

　
㈹
　
和
同
線
琢
の
発
行
に
よ
り
、
常
布
の
機
能
は
銭
貨
に
吸
収
せ
し
め
ら
れ
た
。
同
時
に
布
規
格
の
変
更
が
行
な
わ
れ
、
そ
の
結
果
、
布
に

　
　
よ
る
価
値
表
示
体
系
は
崩
壊
し
、
銭
貨
に
よ
る
体
系
に
置
換
さ
れ
た
。

　
㈹
　
　
「
大
化
改
新
詔
」
の
布
は
律
令
制
の
布
の
源
流
た
る
性
格
を
も
つ
が
、
倍
数
関
係
の
未
成
立
が
両
者
の
段
階
差
を
示
す
。
律
令
的
体
系

　
　
へ
の
移
行
は
恐
ら
く
天
武
初
年
に
「
管
制
尋
」
か
ら
創
出
さ
れ
た
常
布
に
よ
る
一
端
1
1
三
常
制
に
始
ま
る
と
推
測
さ
れ
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
、
露
量
が
律
令
国
家
の
中
で
果
た
し
た
（
果
た
さ
せ
ら
れ
た
）
役
割
と
、
そ
の
歴
史
的
意
義
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
得
た
と

考
え
て
い
る
。

　
最
後
に
今
後
の
課
題
を
設
定
し
て
お
き
た
い
。

　
第
一
に
八
世
紀
中
葉
以
降
古
代
末
期
に
至
る
ま
で
の
布
の
性
格
で
あ
る
。
制
度
的
に
は
銭
貨
に
よ
っ
て
現
物
貨
幣
的
性
格
を
剥
奪
さ
れ
た
布

で
あ
る
が
、
実
態
的
に
は
か
か
る
性
格
は
遺
存
し
た
可
能
性
が
大
き
い
。
銭
貨
流
通
の
限
界
・
信
用
の
下
落
、
月
借
銭
質
物
・
写
経
所
布
施
や

土
地
売
買
の
際
の
布
の
使
用
、
商
布
の
多
出
、
等
の
観
点
か
ら
、
生
産
・
流
通
の
発
展
し
た
絹
・
絶
や
稲
穀
と
の
関
連
を
見
据
え
つ
つ
、
更
に

考
察
を
進
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
第
二
に
正
倉
院
宝
物
の
布
銘
文
の
再
検
討
。
遺
物
と
し
て
の
布
全
体
と
の
関
連
か
ら
墨
書
を
把
握
し
直
す
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
初

め
て
、
賦
役
令
調
忌
避
近
条
の
運
用
・
貫
徹
度
の
み
な
ら
ず
、
布
の
収
奪
や
伝
来
過
程
の
実
態
が
明
確
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
の
他
に
も
未
解
決
の
問
題
は
多
く
、
本
稿
の
論
証
上
の
不
備
を
再
検
討
す
る
必
要
性
も
感
じ
る
が
、
全
て
こ
れ
か
ら
の
研
究
課
題
と
し
た

い
。
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灰

常布と調庸制（吉川）

㈲
　
　
日
　
　
本
　
　
律
　
　
令

③
　
賦
役
令
　
調
絹
施
条

　
　
薄
墨
撞
鐘
綿
糸
布
。
並
随
二
郷
土
所
出
”
。
正
調
一
人
。
絹
絶
八
尺
五
寸
。
六
丁

　
成
μ
匹
。
畏
居
丈
…
尺
。
広
二
尺
二
寸
。
美
濃
口
六
尺
五
寸
。
八
丁
成
レ
匿
。
長
五
丈
二

　
尺
。
広
同
二
絹
箋
糸
八
両
。
綿
　
斤
。
布
二
丈
六
尺
。
並
二
丁
成
二
絢
屯
端
叩
端
長

　
五
丈
二
尺
。
広
二
尺
四
寸
。
鼻
熊
臨
地
布
。
　
四
丁
成
レ
…
端
。
　
長
五
日
二
尺
。
広
二
尺
八
寸
。

　
若
輸
二
雑
物
一
者
。
鉄
十
斤
。
…
…
次
丁
二
人
。
豆
男
四
人
。
並
准
二
正
丁
一
人
掛
其

　
調
副
物
。
正
丁
一
人
。
紫
三
両
。
…
…
京
及
畿
内
。
皆
正
丁
一
人
調
布
一
丈
三
尺
。

　
次
丁
二
人
。
中
男
四
人
。
各
問
二
｝
正
丁
司

⑧
　
賦
役
令
　
調
皆
随
近
条

　
　
凡
調
皆
随
レ
近
合
成
。
絹
絶
布
両
頭
。
及
糸
綿
嚢
。
具
注
二
国
郡
里
戸
主
姓
名
年

　
月
陰
叩
各
以
二
国
印
一
々
之
。

◎
　
賦
役
令
　
歳
役
条

　
　
凡
正
野
歳
役
十
日
。
若
須
ノ
収
ゾ
庸
者
。
布
二
丈
六
尺
。
【
上
戸
六
寸
。
須
二
留

　
役
男
者
。
満
舟
臼
陥
凹
調
倶
免
。
忌
日
少
渚
。
計
覧
役
具
折
免
。
通
二
正
役
而
並
不
レ

　
得
ソ
過
勤
溝
日
嗣
次
丁
二
人
。
同
一
二
正
調
司
中
男
並
京
畿
内
。
不
レ
在
二
収
レ
庸
之

　
例
刈
…
…

⑪
　
賦
役
令
　
計
帳
条

　
　
針
目
レ
年
八
月
土
日
以
前
。
計
帳
至
。
付
二
民
部
岡
主
計
計
二
庸
多
少
崎
充
二
衛
士
。

　
仕
了
。
采
女
。
女
童
悪
食
一
。
以
外
皆
支
コ
配
役
民
雇
二
瀬
食
↓
九
月
上
旬
以
前
申
レ

　
官
。

⑥
賦
役
令
貢
献
物
条

　
　
凡
諸
国
貢
献
物
者
。
皆
二
二
埋
土
所
出
照
日
金
。
銀
。
…
…
漆
器
珍
果
之
類
。
皆

　
准
γ
布
為
レ
価
。
以
二
官
物
一
市
充
。
不
レ
得
ノ
過
二
五
十
端
白
其
所
レ
送
寺
物
。
鼻
面
レ

　
無
二
損
壊
微
悪
一
而
已
。
不
レ
得
謡
過
レ
審
修
理
。
以
致
二
労
費
而

⑲
　
学
令
　
在
学
為
序
条

　
　
凡
学
生
在
レ
学
。
各
論
二
長
幼
一
為
レ
序
。
石
入
レ
学
者
。
皆
行
二
束
修
之
礼
於
其

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
唐
　
　
　
律
　
　
　
令

劇
賦
役
令
復
原
第
一
条

　
　
諸
課
戸
。
毎
レ
丁
租
粟
｝
石
。
調
綾
絹
絶
壁
。
並
随
二
郷
土
所
出
㊥
綾
組
論
調
各
二

　
丈
。
布
二
丈
五
尺
。
輪
二
綾
絹
緬
｝
者
。
順
調
綿
三
両
。
輸
ド
布
看
。
麻
三
斤
。
布

　
畠
皆
講
習
八
寸
。
長
二
丈
為
ノ
匹
。
布
二
丈
為
レ
端
。
綿
繭
両
為
γ
屯
。
糸
五
両
為
レ

　
絢
。
麻
黒
球
為
レ
繧
。
至
当
戸
不
レ
成
二
南
端
屯
絢
繧
｝
者
。
与
国
レ
近
合
成
。
年
三

　
麻
毎
レ
年
支
レ
料
。
有
レ
余
丁
二
一
斤
↓
輸
二
子
｝
斗
刈
与
レ
染
上
受
。

CB）t

賦
役
令
復
原
第
二
条

翼
壁
。
皆
既
印
。

α
　
賦
役
令
　
復
原
第
四
条

　
　
諸
丁
。
歳
役
二
十
日
。
有
レ
閏
之
年
。
加
ニ
ニ
目
民
活
不
レ
役
者
。
収
ゾ
庸
。
毎
レ

　
羅
。
絶
絹
各
三
尺
。
布
三
尺
七
寸
五
分
。
観
潮
弓
鋸
｝
者
。
満
二
十
五
日
一
免
レ
調
。

　
三
十
日
租
調
馬
免
。
縁
日
少
者
。
役
日
折
免
。
通
二
正
役
凹
並
不
レ
得
レ
過
二
五
十
日
司
…
…

α
　
賦
役
令
　
復
原
第
八
条

　
　
諸
課
役
。
毎
ノ
年
計
帳
至
二
尚
書
省
↓
度
盛
嵩
配
来
年
事
幻
限
二
十
月
三
十
日
以
前
騨

　
奏
詑
。
通
常
ソ
折
謝
受
余
物
司
亦
先
支
レ
料
岡
時
処
分
。
若
是
軍
国
所
ゾ
須
。
評
点
見

　
無
者
。
録
レ
状
奏
聞
。
不
レ
得
一
　
便
即
科
下
幻

⑧
　
賦
役
令
　
復
原
第
二
七
条

　
　
諸
諸
州
貢
献
。
皆
尽
二
当
土
所
出
目
溢
レ
絹
為
レ
価
。
多
不
ノ
得
レ
過
二
五
十
匹
川
並

　
以
二
官
物
榊
充
市
。
所
レ
貢
至
薄
其
物
易
レ
供
。

＠t

学
令
　
復
原
第
二
条

其
辺
金
入
。
遣
ご
束
畠
一
意
。

酒
一
壷
。
修
一
案
鱒
号
為
二
束
修
之
礼
司
分
其
二
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師
而
各
布
一
端
。
皆
有
二
酒
食
司
其
分
二
東
修
魂
三
分
入
二
博
士
↓
二
分
入
二
助
教
司

⑥
　
禄
令
　
給
季
禄
条

　
　
凡
在
京
文
武
職
瑛
。
及
大
宰
。
壱
岐
。
対
馬
。
皇
子
二
官
位
㎡
給
レ
禄
。
自
二
八

　
月
一
至
工
正
月
司
上
日
一
百
廿
日
以
上
者
。
給
二
春
夏
禄
叩
正
従
一
位
。
絶
参
拾
匹
。

　
綿
参
拾
屯
。
布
壱
百
端
。
鍬
壱
百
蝉
拾
口
。
正
従
二
位
。
…
…
秋
冬
亦
如
レ
之
。

⑱
禄
令
食
封
条

　
　
ω
凡
食
出
者
。
一
品
八
百
戸
。
…
…
従
三
位
一
百
戸
。
其
五
位
以
上
。
不
ン
在
二

　
食
射
之
例
司
正
四
位
絶
十
疋
。
綿
十
屯
。
布
五
十
端
。
山
州
三
百
六
十
常
。
出
門

　
位
。
…
…
中
宮
湯
沐
二
千
戸
。
図
東
宮
一
年
雑
用
料
。
絶
三
百
匹
。
綿
五
葦
屯
。

　
糸
五
百
絢
。
布
一
千
端
。
鍬
｝
千
口
。
鉄
五
百
廷
。

①
禄
令
皇
親
条

　
　
凡
皇
親
。
年
十
三
以
上
。
皆
給
一
蒔
服
料
司
春
緬
二
匹
。
糸
二
絢
。
布
四
端
。

　
鍬
十
口
。
秋
絶
二
匹
。
綿
二
屯
。
布
六
端
。
鉄
四
廷
。
其
給
・
乳
撮
扁
王
渚
。
絶
四
匹
。

　
糸
八
絢
。
布
十
二
端
。

①
禄
令
　
嬢
以
上
条

　
　
几
嬢
以
上
。
並
依
二
品
位
司
給
二
封
禄
の
其
春
夏
給
二
号
禄
一
。
妃
緬
廿
匹
。
糸
帰
絢
。

　
布
六
十
端
。
夫
人
。
…
…
。
嬢
。
…
…
。
若
帯
・
富
者
累
紬
。
秋
冬
亦
如
レ
之
。
以
レ
綿
代
レ

　
糸
。

⑭
　
営
繕
令
　
計
功
程
条

　
　
凡
計
二
功
程
H
者
。
四
月
五
月
六
月
七
月
。
為
二
長
与
山
導
｝
常
得
二
四
功
罪
二
月
三

　
月
八
月
九
月
。
為
二
中
功
幻
一
常
得
二
五
功
噸
十
月
十
一
月
十
二
月
正
月
。
為
二
短
功
帰

　
【
常
得
昌
六
功
噸

①
　
公
式
令
　
論
嚢
式
条

　
　
論
奏
式

　
　
　
右
大
祭
紀
。
支
コ
度
国
警
哺
増
感
減
官
員
幻
断
二
流
罪
以
上
及
除
名
崎
廃
副
戦
国

　
　
郡
一
。
差
上
発
兵
馬
｝
百
匹
以
上
↓
用
二
蔵
物
五
百
端
以
上
。
銭
二
冨
貫
以
上
。
食

　
　
釈
五
百
石
以
上
。
国
璽
廿
人
以
上
。
馬
五
十
匹
以
上
。
牛
五
十
頭
以
上
噌
若
勅

　
　
授
外
応
レ
授
二
五
位
以
上
明
及
律
令
外
議
応
レ
奏
者
。
並
為
二
論
奏
殉
－
：

　
策
修
↓
三
分
二
二
博
士
鱒
二
分
入
園
助
教
⑩

樹
　
禄
令
　
復
原
第
一
条

　
　
諸
百
官
毎
レ
年
禄
。
正
一
品
七
百
石
。
従
一
最
。

…
…
外
官
降
曽
二
等
の

⑳
　

封
臨
財
A
7
　
復
原
第
山
ハ
条

　
　
飲
食
琶
者
。
王
一
万
戸
。
里
門
五
千
戸
。
国
公
三
千
戸
。
郡
公
二
千
戸
。
県
公

　
一
千
五
菅
戸
。
恨
侯
一
千
戸
。
県
伯
七
百
戸
。
網
子
五
百
戸
。
県
男
三
善
戸
。

α
　

『
唐
…
令
拾
㎝
遺
』
ニ
ナ
シ
。

①
　

『
唐
塞
濯
拾
遺
』
ニ
ナ
シ
。

⑳
　
営
繕
令
復
原
第
｝
条

　
　
諸
計
二
功
程
一
掃
。
四
月
五
月
六
月
七
月
。
為
二
長
功
司

　
為
二
運
転
鱒
十
月
十
　
月
十
二
月
正
月
。
為
二
短
功
哺

二
月
三
月
八
月
九
月
。

α
　

『
藤
…
令
拾
遺
』
ニ
ナ
シ
。

　
　
【
，
参
考
」
文
ヲ
掲
ゲ
ル
。
（
唐
六
典
巻
九
中
書
令
条
）
凡
王
言
之
制
有
レ
七
。
一
日

　
冊
讐
。
…
…
（
註
略
、
以
下
同
）
…
…
二
日
制
書
。
…
…
三
日
慰
労
制
書
。
…
…
四
日
発

　
日
勅
。
謂
。
御
影
昌
発
日
一
己
也
。
増
価
減
官
員
幻
廃
葺
石
州
県
鱒
徴
q
発
兵
馬
司
除
調
理
官
爵
司

　
授
甑
上
品
以
下
官
晶
処
恩
田
已
上
罪
相
罵
昌
庫
物
五
百
段
。
銭
二
冨
千
。
倉
糧
五
百
石
。
奴
碑
二

　
十
人
。
馬
五
十
匹
。
牛
五
十
頭
。
羊
五
百
口
已
上
相
則
用
レ
之
。
五
日
勅
下
田
。
…
…
。
六
日

　
論
審
勅
書
。
…
…
。
七
日
勅
牒
。
－
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常布と調庸制（吉川）

⑭
　
喪
葬
令
　
職
事
官
条

　
　
凡
職
事
官
麗
卒
。
古
物
。
正
従
一
位
。
絶
辮
匹
。
布
一
百
車
頭
。
鉄
十
連
。
正

　
従
二
位
。
…
…

⑲
獄
令
腰
死
刑
条

　
　
ω
凡
贈
二
死
刑
司
限
二
八
十
日
頑
流
目
十
日
目
徒
五
十
日
。
杖
冊
日
。
答
辮
日
。

　
若
無
ソ
黙
過
γ
限
不
レ
記
者
。
会
レ
赦
不
レ
免
。
錐
レ
有
二
披
露
而
拠
レ
理
不
レ
凝
血
道
断
一

　
者
。
亦
不
レ
七
二
免
嬉
野
蔓
物
レ
徴
二
官
物
｝
者
。
准
レ
直
。
五
十
端
以
上
一
百
日
。
珊

　
端
以
上
五
十
日
。
　
立
端
以
上
愛
日
。
　
不
レ
満
二
廿
端
一
以
下
廿
日
。
　
幽
門
欠
コ
負
官

　
物
魂
応
レ
微
二
正
臓
及
照
物
司
無
レ
財
二
以
備
一
者
。
官
役
折
レ
庸
。
其
物
難
ノ
多
。
限

　
止
二
五
年
司
一
人
｝
日
。
折
昌
布
二
尺
穴
寸
鱒

⑦
名
例
律
除
名
条

　
　
凡
犯
・
入
虐
。
故
殺
人
。
反
逆
縁
坐
鱒
…
…
獄
成
者
。
難
レ
会
レ
赦
猶
除
名
。
－
・

　
即
監
塾
主
守
。
於
レ
所
二
監
臨
↓
犯
二
妊
。
盗
。
略
レ
人
。
雨
受
レ
財
而
柾
ワ
法
者
。
亦

　
除
名
。
…
－
盗
及
柾
レ
法
。
謂
。
盗
三
端
。
控
法
一
端
考
。
…
－

④
　
名
例
律
　
平
臓
条
（
逸
文
）

　
　
ω
（
凡
）
平
レ
本
刷
。
拠
二
犯
処
当
時
物
価
又
上
布
沽
↓
ω
平
二
功
庸
一
者
。
計
二

　
一
人
一
日
弗
為
二
布
二
尺
六
寸
舶
…
…

◎
　
職
制
律
　
上
瞥
奏
窮
而
誤
条

　
　
凡
上
書
若
奏
事
口
引
。
答
五
十
。
　
口
置
辻
占
工
等
舶
ロ
誤
不
・
失
・
事
者
勿
レ
論
。

　
上
篇
太
政
官
一
三
誤
。
答
躍
。
言
文
書
誤
。
筈
廿
。
諜
。
謂
。
戯
訓
乗
文
字
鱒
隠
子
卜
者
。

　
即
レ
誤
有
μ
窒
口
者
。
　
各
加
三
一
等
一
。
　
打
レ
害
。
謂
。
当
レ
註
鵡
勿
原
一
而
嘗
四
壁
之
司
当
レ
霞
ユ
千

　
端
一
而
旨
昌
十
端
一
之
類
。
…
…

㊥
　
職
制
律
　
監
臨
官
受
財
柾
法
条

　
　
凡
監
置
之
官
。
受
レ
財
而
柱
レ
法
者
。
｝
尺
杖
八
十
。
二
端
加
”
二
等
魂
冊
端
絞
。

　
不
レ
橿
レ
法
者
。
　
一
尺
杖
七
十
。
三
聖
加
・
二
等
上
将
端
加
役
流
。

㊧
　
職
舗
律
　
監
臨
宮
受
所
監
臨
財
物
条

Mt

喪
葬
令
　
復
原
第
八
条

諸
職
窮
窟
憂
卒
。
文
武
一
品
贈
二
物
二
百
段
。

栗
二
百
石
凶
二
品
：

⑳
　
獄
官
ム
¶
　
復
原
酔
弟
一
二
山
ハ
条

　
　
諸
贈
二
死
刑
一
限
工
八
十
日
司
流
六
十
日
目
徒
五
十
日
。
杖
四
十
日
目
答
三
十
日
。

　
若
書
レ
故
過
ソ
限
不
レ
輸
者
。
会
レ
赦
不
レ
免
。
難
ノ
有
二
披
露
司
拠
レ
理
不
レ
移
二
道
断
一

　
者
。
　
（
「
亦
不
丘
仕
二
士
限
ご
～
）
壷
鐙
γ
徴
二
官
物
幽
者
。
准
レ
直
。
五
十
匹
以
上
一

　
百
撲
。
三
十
匹
以
上
五
十
ヨ
。
二
十
匹
以
上
三
十
日
。
不
レ
満
三
一
十
匹
一
以
下
二

　
十
日
。

σ
名
例
律
　
十
悪
反
逆
縁
坐
条

　
　
諸
犯
二
十
悪
。
故
殺
人
。
反
逆
縁
坐
鱒
…
…
獄
成
者
。
錐
理
会
ノ
赦
猶
除
名
。
…
…

　
即
監
臨
主
守
。
於
下
所
二
監
守
円
内
畑
犯
二
軒
。
盗
。
略
レ
人
。
若
受
レ
財
而
柾
ワ
法
者
。

　
亦
除
名
。
…
・
．
盗
及
柱
法
。
謂
。
舷
【
匹
者
。
…
－

①
　
名
例
律
　
平
蹴
者
条

　
　
ω
諸
平
ソ
職
者
。
皆
拠
二
犯
処
当
時
物
価
溝
上
絹
信
鱒
働
平
門
虫
合
一
己
。
計
肝
二

　
人
一
日
而
為
四
絹
三
尺
↓
…
…

＠
　
職
鰯
律
　
上
書
奏
事
誤
条

　
　
灘
咽
上
世
b
若
面
史
話
｝
阻
誤
。
　
杖
六
十
。
　
口
誤
減
晶
二
等
⑩
　
口
置
不
レ
失
レ
響
岩
勿
レ
論
。

　
上
二
尚
書
省
一
而
誤
。
答
四
十
。
置
文
書
誤
。
答
ゴ
　
十
。
誤
。
謂
。
脱
⇒
剰
文
字
鱒
及
錯

　
失
新
。
即
レ
誤
有
レ
害
者
。
各
加
二
三
等
司
有
レ
害
。
謂
。
当
・
需
二
勿
原
一
璽
ど
原
之
鴫
当
・

　
　
．
鴨
R
二
千
匹
一
擶
言
二
十
匹
一
之
頚
。
…
…

倒
　
職
綱
律
　
監
主
受
財
粍
法
条

　
　
流
川
臨
主
司
。
受
レ
財
而
柾
ソ
法
者
。
　
一
尺
杖
一
坐
。
　
一
匹
加
二
一
等
叩
十
五
匹

　
絞
。
不
レ
妊
レ
法
者
。
　
一
尺
杖
九
十
。
二
匹
加
州
　
等
一
。
三
十
匹
加
役
流
。
無
レ
禄
者

　
各
減
”
二
等
司
在
ノ
法
者
。
二
十
匹
絞
。
不
レ
柾
レ
法
者
。
四
十
匹
加
役
流
。

縦
　
職
制
律
　
受
所
監
臨
財
物
条
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几
監
臨
之
官
。
受
下
十
一
監
臨
一
財
物
上
者
。
　
　
尺
答
骨
。
　
一
端
加
・
【
　
鰹
幻
十
端

　
徒
　
年
。
十
端
加
二
一
等
司
七
十
端
近
流
。
与
者
減
二
五
等
御
焦
止
口
一
越
。
縫
取

　
者
。
翔
二
一
等
魂
強
乞
取
者
。
准
7
柾
レ
法
論
。

⑧
戸
婚
律
同
居
卑
幼
私
轍
用
財
条
（
逸
文
）

　
　
凡
同
尊
卑
幼
。
私
子
用
ソ
財
者
。
五
器
答
申
。
五
等
加
二
一
等
畷
罪
止
杖
一
箪
。

㊥
　
戸
婚
律
　
許
嫁
女
纐
悔
条
（
逸
文
）

　
　
（
凡
）
許
嫁
女
巳
受
試
聴
財
↓
而
練
隔
悔
者
。
筈
五
十
。
…
…
騎
財
。
謂
。
｝
端
以
上
。

　
酒
食
非
。
…
…

②
賊
盗
律
強
盗
条

　
　
凡
強
盗
。
…
…
不
レ
得
ソ
財
。
徒
二
年
。
　
一
尺
徒
三
年
。
二
端
三
二
…
等
四
十
五

　
端
午
雲
脚
人
者
絞
。
殺
〆
人
者
斬
。
…
…
其
持
ン
杖
者
。
難
ソ
不
レ
得
レ
財
。
遠
流
。
十

　
端
絞
。
傷
レ
人
者
斬
。

⑦
賊
盗
律
縞
盗
条

　
　
n
船
廠
欄
盗
。
不
レ
得
レ
財
。
徴
園
五
十
・
。
　
一
門
尺
杖
六
十
・
。
　
一
端
食
偏
二
一
等
一
五
川
師
徒
一

　
年
。
五
端
加
一
二
等
司
五
十
端
舶
役
流
。

＠
　
雑
律
　
坐
購
致
罪
粂
（
逸
文
）

　
　
（
凡
）
坐
レ
臓
器
レ
罪
者
。
一
尺
答
十
。
　
一
端
加
二
一
等
而
十
二
端
徒
｝
年
。
十

　
二
端
響
胴
二
等
而
罪
塾
徒
三
年
。
謂
。
非
麗
麗
気
中
一
語
・
講
受
・
財
者
。
曲
者
減
二
五

　
等
4

㊥
　
雑
律
　
負
債
違
契
不
償
条
（
逸
文
）

　
　
（
凡
）
負
債
。
違
レ
契
不
レ
償
。
一
端
以
上
。
違
二
廿
日
民
選
廿
。
廿
日
加
二
｝
等
司

　
　
罪
止
杖
六
十
。
二
乗
加
”
一
二
等
而
百
二
又
加
一
㎜
三
等
司
各
令
二
世
話
↓

②
　
雑
律
　
造
器
用
之
物
条
（
逸
文
）

　
　
（
凡
）
造
船
器
用
薬
物
及
絹
布
之
属
㎜
。
有
凹
一
行
濫
短
狭
一
翼
売
者
。
各
杖
六
十
。

⑭
　
雑
律
　
故
焼
官
府
癖
舎
条
（
逸
文
）

　
　
（
凡
）
故
焼
判
官
府
解
舎
及
私
家
敵
塁
。
若
財
物
一
悪
。
徒
三
年
。
職
満
二
五
端
一

　
近
流
。
十
五
端
絞
。
殺
コ
陽
人
桝
者
。
以
二
故
殺
傷
転
㎜
。

　
　
諸
監
臨
明
転
。
受
下
所
二
監
臨
一
二
物
上
者
。
　
｛
雨
勝
四
十
。
一
匹
加
・
二
等
刈
八

　
匹
徒
一
年
。
　
八
匹
加
・
二
等
刈
五
十
匹
流
二
千
黒
。
与
者
減
二
五
等
の
罪
馬
簾
一

　
否
。
乞
取
者
加
一
二
等
叩
強
乞
取
者
。
准
レ
柱
レ
法
論
。

⑳
　
戸
婚
律
　
卑
幼
私
藪
用
財
条

　
　
諸
同
居
部
曲
。
私
纐
用
レ
悪
者
。
十
匹
筈
十
。
十
匹
加
一
腰
等
司
罪
止
杖
一
週
。

醗
　
芦
婚
律
　
許
嫁
女
報
婚
書
条

　
　
郵
繭
許
嫁
女
巳
報
二
婚
二
七
　
及
有
二
私
約
幻
・
：
・
：
｝
朋
軸
壁
聾
者
。
　
杖
六
詣
1
。
　
・
：
・
：
難
ノ

　
無
二
許
婚
之
欝
司
但
受
二
碑
財
一
亦
同
。
碑
財
無
昌
多
少
之
限
鱒
酒
食
考
非
。
…
…

＠
賊
盗
律
強
盗
条

　
　
諸
強
盗
。
…
…
不
レ
得
レ
財
。
徒
二
年
。
　
一
尺
徒
三
年
。
一
一
匹
加
二
等
司
十
匹

　
及
傷
μ
人
者
絞
。
殺
ノ
人
者
斬
。
…
…
其
持
ノ
杖
者
。
難
γ
不
γ
得
ノ
財
。
流
三
千
里
。

　
五
匹
絞
。
傷
レ
人
者
斬
。

㊥
賊
盗
律
霧
盗
条

　
　
拙
贈
縞
次
皿
。
不
レ
得
四
レ
財
。
敏
ロ
五
ゐ
一
σ
　
一
尺
杖
六
十
。
　
一
匹
晶
川
　
一
二
等
⑩
　
一
九
匹
徒
一

　
年
。
五
獲
加
二
一
等
↓
五
十
匹
加
役
流
。

σ
雑
律
坐
騨
致
罪
条

　
　
諸
坐
レ
購
致
ノ
罪
者
。
　
一
尺
筈
二
十
。
　
一
匹
加
一
二
等
司
十
匹
徒
一
年
。
十
匹
加
二

　
一
等
司
罪
止
徒
三
年
。
謂
。
非
藍
隅
主
司
一
而
因
・
事
受
レ
財
蓉
。
幽
閉
減
二
五
等
幻

紛
　
雑
律
負
債
違
契
不
償
条

　
　
諸
負
債
。
違
レ
契
不
γ
償
。
　
一
匹
以
上
。
違
二
二
十
日
雨
覆
二
十
。
二
十
日
加
繭
二

　
等
岨
罪
止
杖
六
十
。
三
十
匹
加
二
二
等
↓
百
匹
又
加
二
三
等
一
二
令
二
備
償
幻

α
　
雑
律
　
器
用
絹
布
行
濫
条

　
　
堀
最
高
廻
二
器
田
川
累
物
及
絹
布
温
潤
偶
司
山
伺
二
行
濫
短
狭
二
冊
士
冗
者
。
各
杖
六
十
。
　
・
：
・
：

⑳
　
雑
律
　
焼
官
府
私
家
宅
舎
条

　
　
諸
故
焼
目
官
府
癬
舎
及
私
家
敵
塁
。
若
財
物
一
越
。
徒
三
年
。
臓
満
二
五
匹
一
流
二

　
千
里
。
十
匹
絞
。
殺
訓
傷
人
曲
者
。
以
闘
鶏
殺
傷
一
論
。
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大
化
　
二

　
　
　
三

　
　
　
四

　
　
　
五

白
雑
　
元

　
　
　
二

　
　
　
三

　
　
　
四

　
　
　
五

斉
明
　
元

　
　
　
二

　
　
　
三

　
　
　
四

　
　
　
五

　
　
　
六

　
　
　
七

天
智
　
元

　
　
　
二

　
　
　
三

　
　
　
四

　
　
　
六

　
　
　
七

　
　
　
八

　
　
　
九

　
　
一
〇

ゐ　 ム　 ぬ　 ぬ　 　　ゐ　 ぬ　 よ　 ゐ　 よ　ぬ　ゐ　ゐ　よ　ぬ　ぬ　 ぬ　ぬ　 ぬ　 ゐ　 ゐ　 よ　 　　 ぬ　 よ　よ／、／、／、ノ、ノ、／、／、ノ、ノ、ノ、／＼ノ＼ノ、ノ、／、／、／、ノ、ノ、　／、　！、　ノ、　／、ノ＼ノ、ノ、

七七六六六六六六六六六六五五五五五五五五五五四四四四
一〇九八七六五四三ニー〇九入七六五四三ニー〇九八七六

匹
a a

匹
a

年

西
暦

絹
・
絶

匹
d

斤
a

斤
a

斤
a

斤
a

斤
。 曇

a

端
a

端　端
a　cl

端
a

端
d
・
尋
。

糸

綿

布

文　　　　　　　　　持朱　　　　　　　　　　　　　天
武　　　　　　　 統鳥　　　　　　　　 ．　　武年

元〇九八七六五四三二元元四三ニー〇九八七六五四三二元

山　由　±　⊥　山　轟　ぬ　ぬ　占　山　 山　 th　 ±　山　山　±　＿L．　山　点　山　論　山　山　』　』　＿L一
／、／、／＼ノ、／、ノ、／、／＼／、ノ、ノ＼ノ、ノXノ＼ノ、ノ、ノ、！＼ノ、ノ、ノ、ノ、／、ノ、／、ノ＼

九九九九九九九九八八八八八八八八八入七七七七七七七七
七六五四三ニー一〇九八七六五四三ニー〇九八七六五四三二

匹
a

匹
a

匹
a

匹
a

匹
a

匹
a

匹
b

匹匹
a　a

絢
a

斤
。 斤

b

屯屯屯屯屯屯
a　a　a　a　a　a

　　　　　斤
　　　　　a

斤屯
a　a

ヨ
コ
ほ蠕

a
．
常
e

端
a

端
a

端
a

端
a

端
a

端
a

常
a

端
a
・
端
b
・
常
b

端
a

端
a

常
d

西
暦

絹
・
絶

糸

綿

布

37　（523）

第
二
衷



大
宝

慶
雲

四王二元琶二元四三二

六
九
入

六
九
九

七
〇
〇

七
〇
｝

七
〇
二

七
〇
三

七
〇
四

七
〇
五

七
〇
穴

七
〇
七

匹匹匹
aaa

匹
a

匹
a

絢
a

絢
a

絢
a

斤屯屯
a　a　a

屯
a

端
a

端
a

段
a

端
a

，lgll

Ylhi

a

」＃U
ylru

a

養　霊
老　亀

和
銅

元二元七六五四三二兀

七七七七七七七七七七
一一一一一一一一 Z〇
七六五四三ニー一〇九八

匹斤匹匹匹匹匹匹
adaadaaa

匹
a

絢
tl

絢
d

絢
a

絢
a

屯
a

斤
d
・
屯
d

斤
a
・
屯
a

屯
a
・
斤
a

端
a

端
a
・
常
d

段
d

段
d

端
a

端
a
・
端
d

38　（524）

　
〈
本
表
は
大
化
二
年
～
養
老
元
年
の
『
日
本
書
紀
』
『
続
日
本
紀
』
等
に
見
え
る
絹
・
緬
・
糸
・
綿
・
布
の
単
位
の
一
覧
で
あ
る
。
各
単
位
に
付
し
た
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
は
左
の

性
格
を
表
す
。

畜
顯
撮
勤
準
艶
縞
欄
の
移
動
　
c
鑑
。
も
の
｝

な
お
同
一
年
に
同
一
性
格
の
同
一
単
位
が
複
数
回
現
わ
れ
て
も
、
一
つ
の
み
取
っ
た
。
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
大
学
院
生
　
京
都

）

　
（
補
記
1
　
H
章
・
註
⑪
に
関
し
て
）

脱
稿
後
、
東
野
治
之
「
大
宝
令
前
の
官
職
を
め
ぐ
る
一
一
、
三
の
問
題
」
（
『
日
本
古
代
の
都
城
と
国
家
』
、
一
九
八
四
年
）
を
読
み
、
天
平
三
年
～
十
三
年
の
も
の
と
推
測
さ
れ
る

（
同
論
文
）
薬
師
寺
流
記
資
財
帳
に
「
緬
、
糸
、
綿
、
道
心
、
交
易
庸
布
、
紺
布
」
等
の
数
量
を
記
し
た
項
目
が
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
を
知
っ
た
。
H
章
註
⑪
で
法
隆
寺
と
大
安
寺

の
資
財
帳
の
布
の
記
載
を
比
較
し
た
際
に
は
、
法
隆
寺
資
財
帳
に
庸
布
の
項
が
な
い
の
は
同
寺
が
庸
布
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
だ
と
考
え
て
「
商
布
」
と
「
交
易
布
」
を
対
応

さ
せ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
交
易
庸
布
（
薬
師
寺
）
‡
商
布
（
法
隆
寺
）
‡
庸
布
＋
交
易
布
（
大
安
寺
）
の
三
者
の
対
応
関
係
を
考
察
す
る
必
要
が
出
て
き
た
と
言
え
る
。

た
だ
、
　
「
交
易
庸
」
な
る
語
が
他
史
料
に
な
い
こ
と
、
薬
師
寺
資
財
帳
の
当
該
部
分
は
『
西
大
寺
縁
起
』
が
数
量
を
省
略
し
つ
つ
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
の
二
点
を
考
え
れ

ば
、
　
「
交
易
庸
布
」
に
つ
い
て
は
な
お
槙
重
な
史
料
批
判
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
実
際
に
「
交
易
庸
布
」
が
存
在
し
た
と
し
て
も
、
他
史
料
で
は
庸
布
と
敷
布
は
山
止
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
先
の
商
布
‡
交
易
布
の
対
応
は
な
お
有
効
性
を
保
ち
褐
る
と
考
え
て
い
る
。

　
（
補
記
2
　
田
章
訣
⑱
に
関
し
て
）

註
で
ふ
れ
た
「
シ
ロ
」
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、

さ
れ
た
い
。

脱
稿
後
発
表
さ
れ
た
鎌
田
元
一
「
「
部
」
に
つ
い
て
の
基
本
的
考
察
」
（
『
日
本
政
治
社
会
史
研
究
』
上
、
一
九
八
四
年
）
を
参
考
に



∫ofu常布and　Choyosei調庸制

by

Shinji　Yoshikawa

　　This　thesis　has　thrown　light　upon　the　formation．　and　the　transfor－

mation　of　the　Choyosei　through　the　consideration　of　the　standards　and

compositions　of　the　Fu布with　a　viewpoint　of　current－economy．

　　Both　Taiho大宝・and　Yoro養老Ritsuryo律令at　least　had　the　sys－

tem　which　indicated　the　payment　of　Choyo，　the　value　of　goods　and　the

amount　of　labour　with　a　unit　of　Jofu（which　was　a　1　Jo丈3Shaku

尺long，　and　2尺4Sun寸wide　hemp　cloth），and　was　different　from

that　of　Tang．

　　Such　a　Jofu’s　function　conditloned　the　issue　of　the　Wadokaiho和同

開称and　the　result　was　that　the　Jo常standard　was　denied，　which

projected　the　coin－circulation．

　　So　it　may　be　said　that　this　was　the　main　cause　of　the　change　of　the

Choyo－Fu・standard　in　the　WadQ和同Yoro　periods．

　　The　Jofu’s　antecedent圭s　supposed　to．b．e“布2Hiro尋”（臨布1丈2

R）　which　appeared　in　the　historical　sources　in　the　middle　of　the　7th

century．　So　the　process　can　be　supposed：Kaishinnosho改新詔（the

pre－formation　of　Jofu）→Theユst　year　of　Tenmu天武period（1　Tan端

＝3常）→Taihor玉tsuryo（1端＝：4常）．

Political　system　during　the　Terauchi寺内Cabinet

by

Hidenao　Takahashi

　　This　article　analyzes　the　government　during　the　Terauchi　Cabinet

and　clarifies　the　nature　of　its　political　system．　From　a　viewpoint　of

the　re！ations　among　the　leading　political　powers，　are　investigated，　the

struggle　for　power　and　such　important　policies　as　financial　ones，　ruiing

ones　toward　peop！e，　ones　with　China　and　interventional　ones　against

the　Soviet　Unlon．

（660）




